
161──日清戦争期、山東巡撫李秉衡の黄河統治について

は
じ
め
に

　

日
清
戦
争
開
戦
以
後
の
山
東
内
部
の
情
勢
に
は
多
く
の
懸
念
事
項

が
存
在
し
て
い
た
。
ま
ず
太
平
天
国
や
捻
軍
に
よ
る
山
東
西
南
部
流

入
は
治
安
維
持
力
を
減
退
さ
せ
て
お
り
、
光
緒
二
〇
年
（
一
八
九

四
）
に
至
っ
て
は
ド
イ
ツ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
山
東
進
出
に
よ
っ
て
、
曹

州
を
中
心
に
大
刀
会
反
乱
に
拡
大
し
て
い
た
〉
1
〈

し
、
治
安
維
持
の
た
め

に
組
織
さ
れ
た
団
練
や
緑
営
な
ど
の
軍
営
維
持
の
問
題
〉
2
〈

や
、「
国

家
」
的
物
流
を
担
う
漕
運
の
機
能
障
害
と
制
度
的
弛
〉
3
〈

緩
、
ま
た
地
方

行
政
に
付
着
す
る
吏
治
腐
敗
と
い
っ
た
問
題
は
、
清
朝
国
家
シ
ス
テ

ム
の
中
で
の
地
方
行
政
の
運
営
を
「
弛
緩
」
さ
せ
、
こ
れ
ら
問
題
が

省
財
政
の
収
支
に
も
負
荷
を
か
け
て
い
た
。

　

日
清
戦
争
時
に
は
こ
う
し
た
難
題
が
省
レ
ベ
ル
で
普
遍
化
し
、
か

つ
同
時
並
行
的
に
対
処
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
特
に
負
担
を
強
い
ら
れ
て
い
た
問
題
が
黄
河
の
統
治
で

あ
っ
た
。

　

周
知
の
通
り
、
山
東
の
黄
河
は
動
乱
期
に
あ
っ
た
咸
豊
五
年
（
一

八
五
五
）
に
、
河
南
省
蘭
陽
県
銅
瓦
廂
で
決
壊
す
る
と
、
従
来
の
河

道
を
変
え
て
山
東
の
大
清
河
と
結
び
つ
き
、
未
曾
有
の
洪
水
被
害
を

も
た
ら
し
て
い
た
た
〉
4
〈

め
、
山
東
で
は
歴
代
山
東
巡
撫
の
中
で
も
主
要

事
業
と
し
て
、
莫
大
な
資
金
を
も
っ
て
対
処
が
引
き
継
が
れ
て

い
〉
5
〈

た
。
こ
れ
は
日
清
戦
争
期
に
あ
っ
て
も
依
然
と
し
て
山
東
の
政
策

的
根
幹
を
為
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　

し
か
し
当
時
の
山
東
で
は
、
や
は
り
第
一
義
的
に
は
日
清
戦
争
の

対
処
が
前
提
に
あ
っ
た
た
め
、
軍
事
へ
の
対
応
が
可
能
な
人
物
が
山

日
清
戦
争
期
、山
東
巡
撫
李
秉
衡
の 

黄
河
統
治
に
つ
い
て
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東
巡
撫
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
新
任
巡
撫
と
し
て
光

緒
二
〇
年
八
月
（
一
八
九
四
年
九
月
一
四
日
）
に
山
東
へ
赴
任
す
る

の
が
李
秉
衡
で
あ
〉
6
〈

る
。

　

そ
の
李
秉
衡
自
身
は
、
太
平
天
国
期
に
知
県
な
ど
を
歴
任
す
る
な

か
で
治
安
維
持
や
治
水
へ
の
対
処
を
経
験
し
て
い
た
人
物
で
、
清
仏

戦
争
時
代
に
は
兵
站
に
配
属
さ
れ
て
評
価
を
得
て
お
り
、
戦
争
対
処

以
外
に
も
上
述
し
た
諸
問
題
に
対
し
て
、
適
切
な
対
処
が
可
能
で
あ

る
と
期
待
さ
れ
て
の
人
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
〉
7
〈

れ
、
実
質
、
李
秉
衡

は
巡
撫
赴
任
以
後
、
そ
の
期
待
に
応
え
て
ゆ
く
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
事
項
を
前
提
と
し
て
掲
げ
つ
つ
も
、
同
時
期

に
お
い
て
、
不
可
分
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
は
ず
の
黄
河
統
治
の
問

題
に
対
し
て
は
論
攷
が
少
な
く
、
そ
の
関
連
性
に
お
い
て
未
だ
検
討

が
必
要
で
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
こ
れ
ら
山
東
の
諸
問
題
を
前
提
に
、
日
清
戦
争
と

い
う
重
要
な
転
機
を
迎
え
る
時
代
に
お
い
て
、
当
時
の
黄
河
統
治
の

施
策
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
論
じ
て
み
た
い
。
そ

の
際
、
ま
ず
は
日
清
戦
争
開
始
以
後
に
山
東
巡
撫
と
し
て
赴
任
し
た

李
秉
衡
が
、
黄
河
に
対
す
る
河
工
策
を
い
か
よ
う
に
推
進
し
て
い
っ

た
の
か
を
整
理
し
、
当
時
、
黄
河
河
工
に
お
い
て
抱
え
て
い
た
問
題

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

以
下
に
、
李
秉
衡
が
い
か
よ
う
に
黄
河
統
治
を
組
織
し
、
そ
の
河

工
策
が
い
か
な
る
視
点
を
帯
び
て
い
っ
た
の
か
、
多
く
の
先
行
研
究

に
導
か
れ
な
が
ら
も
、
ま
ず
は
光
緒
二
一
年
の
対
応
か
ら
具
体
的
施

策
を
整
理
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
黄
河
河
工
の
統
治
と
関

連
づ
け
て
述
べ
て
み
た
い
。

一
　
日
清
戦
争
時
の
黄
河
河
工

㈠
　
黄
河
河
工
の
再
編

　

さ
て
、
山
東
赴
任
後
の
情
況
か
ら
李
秉
衡
の
黄
河
河
工
の
対
策
を

確
認
し
て
ゆ
く
と
、
当
時
は
巡
撫
交
代
と
そ
の
後
の
戦
争
対
処
に
加

え
て
、
河
川
が
凍
結
す
る
冬
季
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
た
め
、
具
体

的
対
処
は
完
全
に
後
手
に
な
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
そ
の
間
、
李
秉
衡
は
行
政
整
備
の
面
か
ら
行
動
し
て
い

る
。
ま
ず
、
光
緒
二
〇
年
一
二
月
、
山
東
流
域
下
の
黄
河
河
工
の
工

段
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
河
南
考
城
県
公
界
か
ら
壽
張
県
の
十
里
鋪

ま
で
を
「
上
游
」
と
し
、
十
里
鋪
以
下
か
ら
利
津
海
口
ま
で
を
下
游

と
し
て
二
分
し
、
そ
の
下
游
の
工
段
を
さ
ら
に
二
分
し
、
十
里
鋪
以

下
か
ら
章
邱
県
属
の
傅
薪
荘
ま
で
を
「
中
游
」、
傅
薪
荘
以
下
、
利

津
、
韓
家
垣
海
口
ま
で
を
「
下
游
」
に
区
分
し
た
。

　

こ
の
工
段
に
は
、
候
補
道
ク
ラ
ス
の
人
員
を
置
き
、
上
游
に
兗
沂

道
姚
協
賛
を
総
辦
に
、
候
補
道
馬
開
玉
を
会
辦
に
配
置
し
、
中
下
游

は
済
東
道
張
上
達
の
総
辦
に
帰
し
た
。
さ
ら
に
候
補
道
二
員
を
中
下

游
両
游
に
分
け
て
会
辦
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
無
給
で
管
理
さ
せ
る
も

の
と
し
〉
8
〈

た
。
ま
た
、
合
わ
せ
て
光
緒
一
八
年
（
一
八
九
二
）
に
河
東
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河
道
総
督
の
も
と
設
置
さ
れ
て
い
た
河
防
局
を
再
整
備
し
〉
9
〈
た
。
こ
れ

は
、
委
員
に
済
東
道
張
上
達
を
総
辦
、
候
補
道
李
希
杰
、
丁
達
意
を

会
辦
と
し
て
充
て
た
が
、
済
東
道
が
総
局
事
務
を
兼
ね
な
が
ら
長
年

駐
工
さ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
下
に
候
補
道
李
希
杰

を
督
辦
に
、
中
游
河
工
に
対
し
て
は
候
補
道
丁
達
意
を
督
辦
と
し
て

置
き
、
こ
れ
ら
下
游
の
河
工
は
均
し
く
常
川
駐
工
（
担
当
す
る
河
川

に
常
駐
）
で
専
責
と
し
て
命
ず
る
も
の
と
し
〉
10
〈

た
。

　

第
二
に
、
黄
河
河
工
の
年
間
予
算
に
つ
い
て
、
翌
二
一
年
の
黄
河

河
工
の
予
算
編
成
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
は
光
緒
一
五
年
、
一
六
年
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
八
万
お
よ
び
九
七
万
両
を
費
や
し
て
い
た
点
か

ら
、
司
道
各
庫
か
ら
銀
五
〇
万
両
を
籌
撥
（
計
画
支
出
）
し
、
藩
・

運
司
の
両
庫
に
截
留
し
て
あ
る
餉
需
銀
一
〇
万
両
を
充
て
、
計
六
五

万
両
の
予
算
で
対
処
す
る
も
の
と
し
て
決
定
し
〉
11
〈
た
。

　

こ
れ
ら
対
処
の
狙
い
は
、
当
然
、
黄
河
管
理
や
水
害
対
処
に
対
す

る
管
理
の
目
を
光
ら
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
戦
時
下
に
省
財
政
が

逼
迫
す
る
な
か
で
経
費
を
抑
え
、
か
つ
巡
撫
直
接
の
判
断
で
、
黄
河

の
管
理
体
制
を
省
行
政
に
組
み
込
む
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

次
に
、
二
一
年
に
水
災
が
発
生
す
る
中
で
、
こ
れ
ら
の
管
理
組
織

が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
っ
た
の
か
を
確
認
し
た
い
。

㈡
　
光
緒
二
一
年
の
水
害
対
処

　

こ
の
光
緒
二
一
年
に
は
後
の
河
工
策
を
め
ぐ
る
上
で
転
機
を
な

す
、
二
つ
の
水
害
が
発
生
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
正
月
に
発
生
し
た

凌
汛
（
雪
解
け
時
の
水
害
）
に
よ
る
済
陽
県
高
家
紙
坊
の
水
災
で
あ

る
。

　

こ
の
凌
汛
は
、
緊
縮
財
政
の
下
、「
節
省
経
費
」（
経
費
節
減
）
に

よ
っ
て
防
汛
の
委
員
が
置
か
れ
ず
、
加
え
て
上
中
下
游
の
人
員
も
海

防
の
た
め
常
駐
で
き
ず
に
、
対
応
の
遅
れ
か
ら
八
十
余
丈
の
水
が
済

陽
県
、
恵
民
県
を
経
て
徒
駭
河
へ
流
れ
る
被
害
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
た
だ
し
、
先
に
組
織
し
た
上
游
総
辦
兗
沂
道
姚
協
賛
や
下
游
総

辦
候
補
道
丁
達
意
の
報
に
よ
っ
て
、
被
害
情
況
が
把
握
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
〉
12
〈

た
。

　

こ
の
対
処
は
三
月
に
な
る
と
、
委
員
ら
の
対
処
に
よ
っ
て
堤
防
を

ふ
さ
ぎ
合
わ
せ
、
ひ
と
ま
ず
区
切
り
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
〉
13
〈
が
、

続
く
夏
場
の
伏
汛
（
雨
季
の
水
災
）
で
も
被
害
が
生
じ
て
し
ま
っ

た
。
増
水
時
の
水
害
と
な
る
こ
の
伏
汛
は
、
閏
五
月
初
八
、九
日
ご

ろ
に
大
雨
が
連
続
し
た
こ
と
で
、
上
游
で
は
寿
張
県
を
中
心
に
、
中

游
で
は
東
阿
や
長
清
、
斉
河
、
歴
城
な
ど
で
埽
壩
（
水
流
調
節
設

備
）
や
民
埝
（
民
間
で
造
ら
れ
た
堤
防
）
な
ど
の
水
利
施
設
を
次
々

と
失
う
被
害
と
な
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
黄
河
下
游
の
済
陽
、濱
州
、塩
窩
、利
津
と
い
っ
た
地
域

で
被
害
が
出
た
が
、
特
に
利
津
で
は
泥
沙
地
帯
に
塩
商
が
あ
る
だ
け

で
、
堤
防
工
事
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
水
が
あ
ふ
れ
て
か

ら
五
、六
〇
丈
に
拡
が
り
水
深
三
丈
ほ
ど
の
被
害
と
な
っ
て
、
流
れ

も
北
流
し
、
特
に
塩
灘
地
の
多
く
が
被
害
に
晒
さ
れ
て
し
ま
っ
〉
14
〈

た
。

　

こ
の
対
処
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
七
月
上
旬
の
こ
ろ
で
、
水
流
が
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利
津
県
尾
閭
南
岸
の
呂
家
窪
と
、
斉
東
南
岸
の
北
趙
家
（
趙
家
菜

園
）
で
滞
留
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
情
況
推
移
と
と
も
に
明
ら
か
に

な
っ
て
い
っ
〉
15
〈

た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
水
害
が
日
清
戦
争
時
期
に
発
生

し
、
対
処
に
予
断
を
許
さ
な
い
情
況
が
続
い
て
い
た
が
、
再
編
し
た

河
防
組
織
か
ら
の
監
視
と
情
況
報
告
を
通
じ
て
、
水
害
メ
カ
ニ
ズ
ム

や
被
害
推
移
の
具
体
的
把
握
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
黄
河
河
工
の
費
用
を
い
か
に
捻
出
し
節
約
し
て

運
用
す
る
の
か
も
一
大
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
二
一
年
の
河
工
経

費
は
、
上
中
下
三
游
に
お
け
る
す
べ
て
の
費
用
を
あ
わ
せ
て
、
戸
部

へ
送
り
調
べ
た
銀
が
一
三
万
両
、
工
部
へ
の
銀
が
四
九
万
両
、
あ
わ

せ
て
六
二
万
両
ほ
ど
と
し
て
お
り
、
概
ね
二
〇
年
末
に
立
て
た
河
防

経
費
の
計
画
通
り
、
年
間
六
〇
万
両
に
収
め
る
努
力
が
な
さ
れ
て

い
〉
16
〈

る
。二

　
日
清
戦
争
停
戦
後
の
省
財
政
支
出
計
画
と 

黄
河
実
地
調
査

㈠
　「
籌
餉
」（
財
政
支
出
計
画
）と
水
害
の
実
地
調
査

　

李
秉
衡
の
巡
撫
赴
任
以
後
は
、
こ
う
し
た
年
間
の
水
害
サ
イ
ク
ル

の
対
処
に
追
わ
れ
て
い
た
た
め
、
黄
河
河
工
の
具
体
的
政
策
策
定
が

可
能
に
な
っ
た
の
は
、
日
清
戦
争
が
停
戦
し
、
ま
た
秋
汛
（
秋
季
の

水
災
）
の
情
況
が
収
束
し
た
九
月
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

の
背
後
で
、
日
清
戦
争
停
戦
後
の
光
緒
二
一
年
閏
五
月
二
七
日
に
、

清
廷
か
ら
各
地
方
の
施
策
を
把
握
す
る
た
め
の
上
諭
が
下
さ
れ
て

い
〉
17
〈

た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
山
東
で
は
黄
河
へ
の
対
処
に
加
え
て
、
輸
送
、

財
源
、
軍
営
、
民
衆
反
乱
と
い
っ
た
問
題
も
同
時
並
行
的
に
処
理
し

て
い
た
た
め
、
即
座
に
奏
摺
を
行
い
得
な
か
っ
た
〉
18
〈

が
、
李
秉
衡
は

「
調
べ
ま
す
に
、
諸
臣
の
原
奏
は
籌
餉
練
兵
の
両
端
に
外
な
り
ま
せ

ん
。
し
た
が
っ
て
、
工
商
を
敦
く
勧
め
る
こ
と
を
も
っ
て
籌
餉
練
兵

の
本
と
な
す
の
で
す
。
鉄
路
を
開
き
、
鈔
幣
を
鋳
り
、
砿
産
を
開

き
、
南
漕
を
折
し
、
額
兵
を
減
ら
し
、
郵
政
を
創
る
の
は
み
な
籌
餉

の
こ
と
で
す
。
機
器
を
造
り
、
陸
軍
を
練
り
、
海
軍
を
整
え
る
の
は

み
な
練
兵
の
こ
と
で
す
。
学
堂
を
立
て
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
練
兵
籌

餉
の
本
源
な
の
で
す
。
そ
も
そ
も
傷
が
大
き
く
痛
み
が
深
い
の
に
、

富
強
と
言
う
に
は
不
足
の
言
を
な
し
て
い
ま
す
。
こ
の
迂
闊
の
談
は

も
と
よ
り
事
の
道
理
が
あ
り
ま
せ
ん
。
然
る
に
、
必
ず
何
事
か
を
取

れ
ば
ま
ず
西
人
で
、
こ
と
ご
と
く
数
百
年
の
成
法
を
変
え
て
い
ま

す
。
臣
（
李
秉
衡
）
は
竊
か
に
過あ
や
まり

で
あ
る
と
考
え
ま
す
」
と
し

て
、
鉄
路
や
鋳
幣
、
郵
政
、
鉱
山
開
発
に
関
し
て
は
、
巨
資
を
費
や

し
た
わ
り
に
は
結
果
が
出
な
い
点
を
指
摘
し
、
ま
た
、
軍
事
面
や
税

源
に
関
し
て
は
、
節
制
し
て
中
飽
を
排
除
す
る
方
針
を
述
べ
て
、
従

来
山
東
の
施
策
で
主
要
事
業
と
し
て
採
ら
れ
て
い
た
「
富
強
」
の
諸

政
策
と
は
一
線
を
引
く
〉
19
〈

と
、
一
方
で
、
黄
河
河
工
に
関
し
て
は
、
抜
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本
的
対
策
を
打
ち
出
す
た
め
に
、
伏
汛
と
秋
汛
の
被
災
地
域
を
実
地

視
察
し
て
よ
り
詳
細
な
現
場
認
識
を
深
め
、
黄
河
河
工
の
積
極
的
対

処
に
乗
り
出
し
て
い
っ
〉
20
〈

た
。

　

こ
の
視
察
の
結
果
、
以
下
の
問
題
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
ず
、
中

游
の
東
阿
県
陶
城
堡
（
陶
城
埠
）
で
は
黄
河
と
の
水
量
調
整
を
行
う

「
借
黄
済
運
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
も
と
も
と
大
運
河
と
の
交

錯
地
点
と
な
る
張
秋
に
は
水
門
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
水

量
奪
取
や
土
砂
流
入
の
問
題
に
よ
っ
て
閉
塞
し
た
た
め
陶
城
埠
へ
移

設
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
視
察
か
ら
、
陶
城
埠
か
ら
戴
廟
ま

で
泥
沙
が
堆
積
し
て
塞
が
り
、
船
の
運
行
に
深
刻
な
障
害
が
出
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
て
い
〉
21
〈
る
。

　

第
二
に
は
、
下
游
地
帯
の
河
道
変
遷
の
問
題
で
あ
っ
た
。
特
に
被

害
の
出
て
い
た
北
趙
家
、
呂
家
窪
一
帯
か
ら
水
流
の
状
態
を
確
認
す

る
と
、
水
勢
が
落
ち
着
い
て
い
た
も
の
の
滞
留
し
た
状
態
に
あ
っ

た
。
こ
の
た
め
「
疏
泄
之
法
」
を
計
る
も
の
と
し
て
、
隄
埝
（
官
側

で
設
け
ら
れ
た
堤
防
と
民
間
で
独
自
に
造
ら
れ
た
堤
防
）
の
被
害

や
、
黄
河
の
土
砂
堆
積
に
よ
る
水
位
の
上
昇
、
海
口
へ
流
れ
る
河
道

（
韓
家
垣
）
が
泥
沙
で
塞
が
る
と
い
っ
た
問
題
を
認
識
し
て
い
〉
22
〈
る
。

　

第
三
に
、
こ
の
視
察
情
況
に
あ
わ
せ
て
、
翌
二
二
年
の
防
汛
経
費

を
立
て
て
い
る
。
李
秉
衡
は
、
二
一
年
と
同
様
に
翌
二
二
年
の
防
汛

経
費
に
関
し
て
、
司
道
各
庫
撥
銀
五
〇
万
両
と
、
加
え
て
藩
運
両
庫

の
籌
備
餉
銀
各
五
万
両
の
存
留
に
よ
っ
て
六
〇
万
両
の
予
算
を
取
り

決
め
た
が
、
こ
の
中
で
も
派
員
や
勇
夫
の
雇
用
・
駐
留
の
増
加
、
泥

沙
の
堆
積
に
よ
る
水
位
上
昇
と
隄
埝
お
よ
び
埽
壩
（
水
量
調
整
・
水

流
制
御
す
る
た
め
の
設
備
）
の
工
料
増
加
、
人
員
削
減
や
経
費
節
減

と
い
っ
た
予
算
上
の
限
界
も
認
識
し
て
い
〉
23
〈

る
。

㈡
　
南
運
局
事
件

　

以
上
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
中
游
の
運
河
水
門
と
、
下
游
の
河
川

管
理
の
二
大
問
題
に
加
え
て
、
年
間
予
算
も
運
用
可
能
と
な
っ
て
い

た
が
、
李
秉
衡
は
こ
れ
ら
問
題
解
決
の
た
め
に
別
方
面
か
ら
行
動
を

起
こ
し
て
い
る
。

　

す
で
に
光
緒
二
一
年
の
水
災
被
害
の
情
況
か
ら
伏
汛
期
の
塩
灘
地

で
被
害
を
認
識
し
て
い
た
が
、
改
め
て
黄
河
下
流
域
下
の
塩
政
問
題

を
新
た
に
焦
点
化
し
て
い
〉
24
〈

る
。

　

も
と
も
と
山
東
の
黄
河
下
游
は
塩
灘
を
有
し
、
黄
河
が
大
改
道
し

て
以
後
は
大
幅
に
衰
退
し
て
い
た
〉
25
〈
が
、
特
に
転
機
と
な
っ
た
の
は
、

同
治
六
年
（
一
八
六
七
）
の
と
き
で
、
山
東
巡
撫
丁
宝
楨
が
塩
政
を

整
理
す
る
べ
く
、「
南
運
局
」
を
商
辦
か
ら
官
辦
に
帰
し
、
藩
運
両

庫
か
ら
五
万
両
ず
つ
引
き
出
し
て
予
算
化
し
た
。
こ
の
南
運
局
は
河

南
の
商
邱
や
鹿
邑
な
ど
の
州
県
へ
米
や
塩
を
輸
送
す
る
た
め
、
毎
年

正
雑
課
款
を
収
め
、
支
銷
局
に
送
る
ほ
か
、
余
り
が
あ
れ
ば
軍
需
に

あ
て
て
い
た
が
、
撫
署
の
管
轄
外
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
秋
汛
後
の
調
査
を
通
じ
て
、
毎
年
公
費
銀
一
万

余
両
が
冗
員
の
薪
水
や
京
官
の
接
待
費
や
吏
の
移
動
費
に
流
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
と
、
こ
の
問
題
か
ら
李
秉
衡
は
、
こ
の
公
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費
銀
ほ
か
、
局
全
体
の
既
成
事
実
化
さ
れ
た
給
与
を
一
概
に
削
除

し
、
盈
余
（
余
り
）
と
し
て
生
じ
た
浮
費
（
規
定
額
外
の
収
入
）
四

万
余
金
は
省
財
源
に
返
還
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
〉
26
〈

た
。

㈢
　
河
東
河
道
総
督
の
権
限
問
題

　

李
秉
衡
は
、
こ
の
「
南
運
局
」
事
件
を
期
に
、
黄
河
統
治
に
関
連

し
て
、
さ
ら
に
二
つ
の
問
題
に
発
展
さ
せ
た
。

　

そ
の
ひ
と
つ
は
、
こ
の
光
緒
二
一
年
の
一
二
月
に
、
山
東
運
河

（
南
運
河
）
の
管
理
権
の
問
題
に
議
論
を
波
及
さ
せ
た
。
そ
も
そ
も

黄
河
の
大
改
道
以
来
、
山
東
の
運
河
は
嶧
県
か
ら
臨
清
ま
で
を
範
囲

と
し
、
黄
河
以
北
の
東
阿
か
ら
臨
清
州
ま
で
の
二
百
里
を
山
東
巡
撫

の
経
理
と
し
、
黄
河
以
南
は
東
平
州
の
十
里
堡
口
門
か
ら
嶧
県
境
の

五
百
里
ま
で
を
河
東
河
道
総
督
に
帰
し
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
〉
27
〈
た
。

　

し
か
し
、
李
秉
衡
の
巡
撫
赴
任
時
に
は
、
す
で
に
こ
う
し
た
管
轄

範
囲
は
反
故
と
な
っ
て
お
り
、
実
質
山
東
運
河
に
関
す
る
河
工
の
具

体
的
対
処
は
何
ら
な
さ
れ
ず
、
ま
た
山
東
巡
撫
の
判
断
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
情
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
常
態
的
に
変
化
す
る
黄
河
・
運

河
の
環
境
に
対
し
て
、
河
道
総
督
許
振
禕
と
連
携
し
て
、
委
員
を
済

寧
に
駐
在
さ
せ
る
計
画
を
改
め
て
提
示
し
た
の
で
あ
っ
〉
28
〈

た
。

　

こ
の
許
振
〉
29
〈

禕
は
、
山
東
の
黄
河
事
情
に
明
る
か
っ
た
人
物
で
、
光

緒
一
六
年
に
は
河
工
を
統
括
し
て
功
を
挙
げ
る
と
、
同
時
期
に
は
河

東
河
道
総
督
と
な
っ
て
い
た
が
、
本
来
の
駐
紮
地
は
済
寧
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
段
階
で
は
河
南
の
開
封
に
常
駐
し
て

お
〉
30
〈
り
、
そ
の
ま
ま
同
時
期
の
山
東
河
工
に
対
し
て
も
や
は
り
実
質
的

対
処
は
為
せ
て
い
な
か
っ
〉
31
〈

た
。

　

従
っ
て
、
本
来
、
河
東
河
道
総
督
が
管
轄
す
る
は
ず
の
運
河
の
河

工
は
、
山
東
巡
撫
と
河
東
河
道
総
督
の
権
限
が
曖
昧
な
ま
ま
、
河
南

と
山
東
の
各
河
工
に
対
し
て
、
誰
が
ど
の
地
点
の
河
工
を
実
施
す
る

の
か
不
明
瞭
な
状
態
が
続
い
て
い
た
。

　

ま
た
、
連
動
す
る
黄
河
被
害
と
運
河
河
道
管
理
の
管
轄
範
囲
を
明

確
に
す
る
こ
と
で
、
山
東
で
の
経
費
削
減
と
種
々
の
管
理
工
程
の
軽

減
を
狙
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
管
理

分
業
案
は
、
許
振
禕
が
広
東
巡
撫
に
転
じ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、

早
々
に
頓
挫
し
て
し
ま
っ
〉
32
〈

た
。

　

こ
の
た
め
李
秉
衡
は
、
暫
定
的
に
黄
河
以
南
を
山
東
の
管
理
す
る

運
河
工
程
と
し
て
山
東
の
辦
理
（
実
行
処
理
）
に
帰
す
判
断
を
下
し

た
〉
33
〈

が
、
翌
光
緒
二
二
年
に
な
る
と
、
河
道
総
督
の
人
事
は
任
道
〉
34
〈

鎔
の

代
理
が
新
た
に
決
定
し
、
堤
防
修
築
の
工
程
を
山
東
巡
撫
と
共
同
で

行
う
も
の
と
さ
れ
〉
35
〈
た
。
こ
の
任
道
鎔
の
選
定
と
同
時
に
、
改
め
て
清

廷
側
か
ら
、
黄
河
に
関
す
る
緊
急
工
程
に
対
し
て
は
山
東
巡
撫
の
責

と
す
る
判
断
が
な
さ
れ
た
た
め
、
李
秉
衡
の
意
向
は
先
送
り
さ
れ
た

結
果
と
な
っ
〉
36
〈

た
。

　

ま
た
背
後
で
は
工
部
に
よ
っ
て
部
議
に
か
け
ら
れ
、
御
史
胡
景
桂

が
山
東
に
派
遣
さ
れ
て
監
察
に
当
た
る
こ
と
と
な
っ
〉
37
〈
た
。
胡
景
桂
の

判
断
で
は
、
河
南
よ
り
も
山
東
の
被
害
拡
大
を
懸
念
し
李
秉
衡
に
あ

る
程
度
配
慮
し
た
形
と
な
っ
た
が
、
河
道
総
督
の
権
限
に
つ
い
て
は
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全
河
を
統
括
す
べ
き
で
あ
る
旨
を
述
べ
る
〉
38
〈
と
、
ま
た
御
史
熙
麟
も

「
河
督
は
必
ず
全
河
を
統
括
し
、
山
東
は
分
け
て
視
る
べ
き
で
は
な

い
」
と
胡
景
桂
に
賛
同
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
判
断
は
河
道
総
督
任

道
鎔
の
立
場
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
〉
39
〈

た
。

　

任
道
鎔
は
二
二
年
の
三
月
に
山
東
に
赴
任
す
る
と
工
程
を
査
察

し
、
山
東
運
河
道
の
夫
役
や
食
糧
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、
兗
沂
道
の
庫
に
わ
ず
か
に
残
し
て
あ
っ
た
光
緒
一
八
年
分
河
銀

を
借
撥
す
る
と
す
る
事
項
を
決
定
し
た
〉
40
〈

が
、
そ
の
後
の
河
督
の
済
寧

へ
の
移
動
駐
察
は
即
座
に
実
現
せ
ず
難
航
し
た
た
〉
41
〈

め
、
李
秉
衡
は
、

山
東
河
工
は
や
は
り
巡
撫
の
兼
管
に
帰
す
べ
き
と
し
て
そ
の
判
断
を

濁
し
て
い
〉
42
〈
る
。

　

李
秉
衡
は
二
二
年
九
月
に
な
る
と
、
こ
の
運
河
工
程
の
費
用
に
関

し
て
、
河
臣
（
河
道
総
督
）
か
ら
運
河
道
庁
に
命
じ
、
工
事
資
金
は

銀
九
万
余
両
を
山
東
の
司
庫
か
ら
分
け
て
送
る
こ
と
を
取
り
決
め
、

ま
た
肝
心
の
新
河
督
人
事
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
任
道
鎔
に
済
寧
で

籌
辦
（
計
画
実
行
）
し
、
一
切
の
事
宜
辦
理
は
河
臣
に
帰
す
も
の
と

し
て
判
断
し
た
が
、
そ
の
移
駐
は
結
局
実
現
し
な
か
っ
〉
43
〈
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
黄
河
と
運
河
を
め
ぐ
る
山
東
河
工
の
管
理
の
判

断
は
決
着
を
見
な
か
っ
た
た
め
、
管
理
上
の
権
限
は
事
実
上
山
東
巡

撫
に
帰
さ
れ
、
山
東
域
内
で
の
問
題
は
李
秉
衡
が
判
断
せ
ざ
る
を
得

な
い
情
況
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
以
後
の
黄
河
河
工
は
、
下

游
地
帯
に
特
化
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

㈣
　
黄
河
下
游
の
情
況
と
塩
場
の
被
害

　

ま
た
、
も
う
一
つ
の
問
題
に
は
、
黄
河
下
游
の
塩
灘
地
で
の
被
害

が
関
連
し
た
。
光
緒
二
二
年
に
至
り
、
黄
河
下
游
の
情
況
は
、
凌
汛

が
安
〉
44
〈
定
し
た
も
の
の
、
二
一
年
の
伏
汛
発
生
地
と
な
っ
た
利
津
県
呂

家
窪
へ
の
対
処
を
め
ぐ
っ
て
は
、
視
察
調
査
を
経
た
後
も
堤
防
は
ふ

さ
ぎ
合
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
具
体
的
対
処
を
欠
く
情
況
が
続
い
て

い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
李
秉
衡
の
判
断
を
め
ぐ
っ
て
、
利
津
県
属

の
商
紳
王
会
英
（
給
事
中
）
が
族
党
と
も
に
、
李
希
杰
や
丁
達
意
の

言
を
信
じ
て
「
民
生
疾
苦
」
を
招
い
て
い
る
と
非
難
す
る
と
、
清
廷

側
か
ら
も
そ
の
態
度
を
詰
め
寄
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
〉
45
〈

た
。

　

そ
も
そ
も
、
銅
瓦
廂
決
壊
以
後
の
下
游
を
め
ぐ
る
情
況
は
、
本
流

が
鉄
門
関
か
ら
海
へ
流
れ
て
い
た
が
、
光
緒
一
二
年
の
南
領
子
で
の

決
壊
後
を
期
に
、
北
岸
に
壩
を
築
き
南
へ
導
水
し
て
海
に
流
し
た
。

こ
の
際
、
堤
防
の
破
損
は
呂
家
窪
の
居
民
（
一
六
戸
）
が
対
処
し
た

が
、
水
害
の
直
接
的
原
因
で
な
か
っ
た
た
め
具
奏
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
光
緒
一
五
年
に
韓
家
垣
で
被
害
が
拡
大
し
た
際
に
、
当
時

の
巡
撫
張
曜
が
「
築
隄
束
水
」（
支
流
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
堤
防
を

築
く
策
）
し
て
海
へ
流
し
た
が
、
韓
家
垣
の
河
身
は
数
年
で
泥
に
よ

り
閉
塞
し
た
。
こ
れ
が
つ
い
に
二
一
年
の
夏
に
呂
家
窪
・
北
趙
家
で

の
水
災
と
な
る
と
、
水
の
流
れ
は
南
支
河
と
な
る
楊
家
河
か
ら
海
へ

流
れ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
〉
46
〈

た
。
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李
秉
衡
は
遠
因
と
し
て
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
は
い
た
が
、
実
効
的

対
処
へ
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
淤
泥
堆
積
に
よ
る
河
道
の
変
化
や
、

呂
家
窪
の
地
勢
が
五
穀
不
生
か
つ
塩
灘
地
で
あ
る
こ
と
や
、
武
定
や

済
南
な
ど
の
人
口
稠
密
地
帯
と
い
っ
た
地
形
的
条
件
を
恐
れ
、
韓
家

垣
の
浚
渫
と
呂
家
窪
の
堤
防
修
築
の
ど
ち
ら
の
対
処
法
を
優
先
さ
せ

る
の
か
、
判
断
に
は
慎
重
を
期
し
て
い
た
。

　

こ
の
黄
河
下
游
の
対
処
法
を
め
ぐ
っ
て
、
王
会
〉
47
〈

英
が
呂
家
窪
の
堤

防
修
築
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、

改
め
て
下
游
総
辦
丁
達
意
、
中
游
総
辦
李
希
杰
は
海
口
を
調
査
、
防

汛
委
員
乙
沛
恩
が
部
へ
審
議
を
計
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
呂
家
窪
の
堤
防
修
築
を
優
先
さ
せ
る
案
に
、
さ
ら
に
永
阜
場
大
使

唐
宝
珍
が
、
塩
灘
を
衛
る
た
め
の
堤
防
修
築
を
先
に
行
う
べ
き
で
あ

る
と
主
張
し
て
き
た
。

　

こ
の
唐
宝
珍
と
の
や
り
と
り
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
塩
場
の
具
体
的

被
害
が
判
明
し
た
。
そ
の
被
害
は
黄
河
の
大
改
道
以
後
、
百
六
十
余

副
あ
っ
た
永
阜
場
の
塩
灘
が
、
呂
家
窪
の
水
害
に
よ
っ
て
九
十
余
副

が
水
流
の
衝
撃
で
破
壊
さ
れ
、
三
十
余
副
が
浸
水
し
、
う
ち
七
副
は

製
塩
可
能
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
塩
運
司
に
新

灘
の
開
設
を
打
診
し
た
と
こ
ろ
、
官
台
、
永
利
、
西
繇
、
王
家
網
な

ど
の
塩
場
に
お
い
て
、
す
で
に
新
灘
四
百
余
副
を
塩
灘
地
側
で
自
ら

が
出
資
し
て
開
設
し
て
お
り
、
ま
た
商
人
か
ら
の
借
款
も
得
て
い
る

と
い
っ
た
情
況
で
あ
っ
〉
48
〈

た
。

　

李
秉
衡
は
調
査
を
通
じ
て
こ
う
し
た
下
游
の
利
害
情
況
を
把
握
し

つ
つ
あ
っ
た
が
、
清
廷
側
は
、
新
任
の
河
道
総
督
任
道
鎔
の
到
任
を

待
て
と
指
示
す
る
の
み
で
、
結
局
は
、
こ
こ
で
も
対
処
の
判
断
が
山

東
巡
撫
の
兼
官
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
に
な
〉
49
〈

る
。

三
　
黄
河
下
游
の
新
河
導
水
計
画

㈠ 

陳
家
屋
子（
鉄
門
関
）導
水
案
と
利
津
北
岸
趙
家
菜
園
で

の
伏
汛

　

以
上
の
よ
う
に
、
九
月
の
籌
餉
以
後
、
中
游
の
運
河
管
理
権
、
下

游
の
塩
政
の
崩
壊
的
情
況
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
光
緒
二
二
年
の
春
を

期
に
、
下
游
地
帯
の
施
策
に
特
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
対
処
は
、
李

秉
衡
の
判
断
の
も
と
、
度
重
な
る
実
地
調
査
に
よ
っ
て
黄
河
河
口
の

流
れ
を
見
極
め
な
が
ら
、
判
断
を
保
留
に
し
て
い
た
呂
家
窪
の
堤
防

修
築
を
中
心
に
な
さ
れ
て
ゆ
〉
50
〈

く
。

　

黄
河
の
視
察
か
ら
、
河
口
の
流
れ
が
以
下
の
よ
う
に
判
明
し
た
。

　

Ａ　

口
門
北
の
八
里
荘
で
北
に
折
れ
て
東
に
向
か
い
、
豊
国
鎮
の

丁
河
圏
を
過
ぎ
て
陳
家
屋
子
に
至
り
、
ま
た
東
北
に
折
れ
て
、

塩
灘
の
納
潮
溝
か
ら
海
に
入
っ
た
。

　

Ｂ　

陳
家
屋
子
以
上
の
流
れ
の
勢
い
は
頗
る
大
き
く
、
各
灘
地
に

氾
濫
を
拡
げ
な
が
ら
潮
道
溝
に
入
り
水
勢
が
散
漫
と
な
っ
た
。

　

Ｃ　

周
囲
の
流
れ
は
口
門
の
北
西
一
帯
か
ら
数
十
里
で
平
漫
と
な

り
、
西
北
の
西
林
河
お
よ
び
正
北
の
小
議
河
な
ど
か
ら
海
に
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入
っ
た
。
河
身
は
崩
れ
き
ら
な
か
っ
た
が
、出
海
の
路
を
作
れ

な
か
っ
た
。

　

Ｄ　

主
流
の
韓
家
垣
も
泥
沙
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
つ
つ
あ
る
情
況

に
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
早
急
に
下
游
河
口
の
流
れ
を
新
た
に
海
へ

流
す
方
法
を
考
え
、
代
替
案
と
し
て
旧
河
と
な
る
鉄
門
関
へ
の
導
水

案
を
考
え
た
が
、
こ
れ
は
泥
沙
で
閉
塞
し
た
地
勢
の
変
化
に
よ
っ
て

す
で
に
流
れ
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

李
秉
衡
は
こ
の
情
況
を
受
け
て
、「
思
い
ま
す
に
、
陳
家
荘
の
上

か
ら
呂
家
窪
に
至
る
決
壊
し
た
処
は
、
な
お
八
、九
里
に
隔
た
り
、

河
身
は
た
だ
一
銭
を
存
す
の
み
で
あ
り
ま
す
。
呂
家
窪
は
す
で
に
全

河
の
流
れ
を
奪
っ
て
い
ま
す
。
も
し
主
流
に
帰
そ
う
と
再
び
攔
黄
壩

に
導
水
す
る
な
ら
ば
、
土
地
が
高
く
な
り
経
費
も
多
く
な
り
や
は
り

（
官
も
）
敢
え
て
処
理
を
述
べ
ず
、
あ
わ
た
だ
し
く
把
握
す
る
だ
け

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
」
と
述
べ
る
と
、
呂
家
窪
南
岸
の
「
挑
深
引

河
」
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
計
画
す
る
判
断
を
下
し
た
。

　

Ａ　

呂
家
窪
の
口
門
か
ら
陣
家
屋
子
十
余
里
の
流
れ
が
安
定
し
た

た
め
、
陳
家
屋
子
に
面
す
る
竈
壩
を
、
汛
漲
時
に
決
壊
さ
せ

て
、
旧
黄
河
故
道
に
流
す
。

　

Ｂ　

西
北
一
帯
の
平
漫
の
水
は
次
第
に
涸
れ
る
も
の
と
捉
え
（
呂

家
窪
よ
り
下
方
の
塩
灘
は
修
復
）、
秋
を
待
っ
て
呂
家
窪
の
西

壩
か
ら
長
堤
を
築
き
、
陳
家
屋
子
の
竈
壩
（
塩
灘
に
設
け
ら
れ

た
水
流
制
御
設
備
）
よ
り
低
い
所
で
、
北
岸
に
大
堤
を
築
く
。

韓
家
垣
新
河
の
流
勢
が
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
堤
防
を
簡

単
に
ふ
さ
ぎ
合
わ
せ
る
方
法
を
計
画
し
、
両
面
で
弱
ま
る
の
を

防
ぐ
。

　

Ｃ　

陳
家
屋
子
竈
壩
近
く
の
以
南
か
ら
浚
渫
引
河
し
て
、
旧
河
河

身
に
斜
め
に
接
続
す
る
。
河
身
が
泥
で
淀
ん
で
い
る
所
で
、
陳

家
屋
子
か
ら
牡
蛎
嘴
ま
で
一
律
深
く
浚
渫
さ
せ
、
引
河
し
た
上

で
堤
防
を
建
築
し
、
将
来
水
が
逆
流
し
な
い
よ
う
防
止
す
る
。

　

Ｄ　

こ
の
韓
家
垣
改
道
後
、
陳
家
屋
子
以
下
の
居
民
に
遷
徒
（
移

住
）
を
命
ず
る
。

　

Ｅ　

口
門
の
流
れ
を
主
流
に
流
す
た
め
、
陳
家
荘
攔
黄
壩
を
壊
し

て
、
旧
河
に
導
水
す
〉
51
〈
る
。

　

次
い
で
、
こ
の
陣
家
屋
子
導
水
計
画
案
と
経
費
に
関
し
て
は
、
以

下
に
決
定
し
た
。

　

Ａ　

呂
家
窪
の
黄
河
流
域
の
荘
民
を
移
住
さ
せ
て
給
費
す
る
。

　

Ｂ　

秋
汛
収
束
後
、
呂
家
窪
北
岸
の
長
堤
を
建
築
し
、
韓
家
垣
を

ふ
さ
ぎ
合
わ
せ
る
。

　

Ｃ　

新
河
に
必
要
な
資
金
は
、
各
工
程
を
合
計
し
て
一
〇
万
両
前

後
と
見
積
も
り
、
京
餉
か
ら
一
〇
万
両
を
留
め
〉
52
〈
る
。

　

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
黄
河
河
工
の
計
画
は
、
常
に
水
災
と
隣

り
合
わ
せ
に
あ
っ
た
。
五
月
一
一
日
に
な
る
と
利
津
県
趙
家
菜
園
で

溢
れ
、
こ
の
伏
汛
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
河
口
の
流
れ
が
三
つ
に
分

割
し
、
う
ち
二
つ
が
曲
折
し
て
東
北
土
塘
よ
り
下
方
へ
約
七
、八
里

進
み
、
呂
家
窪
と
逆
流
し
た
水
相
と
な
っ
て
し
ま
〉
53
〈

い
、
陳
家
屋
子
導
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水
案
も
、
水
泡
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
結
果
、
再
度
調
査
を
要
し
、
伏
汛
・
秋
汛
の
様
子
を
観
察
し

て
処
理
す
る
も
の
と
し
て
、
八
月
に
は
趙
家
菜
園
漫
口
お
よ
び
海
口

調
査
を
決
定
し
〉
54
〈

た
が
、
計
画
実
行
の
判
断
を
先
送
り
す
る
よ
り
ほ
か

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

㈡
　
蕭
神
廟
新
河
案

　

九
月
に
な
る
と
秋
汛
の
情
況
が
安
〉
55
〈

定
し
た
た
め
、
李
秉
衡
は
、
趙

家
菜
園
、
沾
化
県
、
慶
定
溝
を
経
て
呂
家
窪
口
門
を
再
度
調
査
し

て
、
水
流
の
情
勢
か
ら
以
下
の
よ
う
に
判
断
し
た
。

　

Ａ　

趙
家
菜
園
だ
け
で
な
く
、
商
河
、
恵
民
、
濱
州
な
ど
で
も
み

な
水
が
徒
駭
河
へ
流
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
趙
家
菜
園
は
ふ
さ

ぎ
合
わ
せ
る
。

　

Ｂ　

呂
家
窪
は
、
本
流
が
陳
家
屋
子
で
折
れ
て
北
上
し
、
塩
灘
地

帯
か
ら
海
へ
流
れ
、
水
勢
が
失
わ
れ
た
。
こ
の
た
め
趙
家
菜
園

と
呂
家
窪
の
一
部
合
流
地
点
と
な
っ
て
い
た
慶
定
溝
か
ら
、
竈

壩
を
掘
削
し
て
徒
駭
河
（
洚
河
）
へ
流
そ
う
と
し
た
が
、
口
門

東
壩
か
ら
陳
家
屋
子
ま
で
泥
が
平
坦
に
堆
積
し
、
徒
駭
河
へ
も

韓
家
垣
へ
も
流
れ
な
く
な
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
呂
家
窪

か
ら
の
導
水
も
諦
め
て
ふ
さ
ぎ
合
わ
せ
る
。

　

Ｃ　

陳
家
屋
子
か
ら
先
は
淤
地
で
あ
り
浚
渫
し
が
た
い
。
こ
の
た

め
、
新
た
に
地
勢
が
低
く
な
っ
て
い
る
蕭
神
廟
の
方
面
へ
導
水

す
る
。

　

ま
た
、
こ
の
段
階
で
の
導
水
プ
ラ
ン
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　

Ａ　

攔
黄
壩
を
掘
断
し
て
旧
河
へ
流
す
。

　

Ｂ　

東
岸
の
竈
壩
以
外
は
土
地
が
平
坦
で
居
民
も
い
な
い
た
め
、

旧
攔
黄
壩
の
東
韓
家
垣
か
ら
一
七
里
に
わ
た
る
新
河
を
掘
削
す

る
。

　

Ｃ　

李
家
竈
の
竈
壩
を
掘
削
し
て
三
里
開
き
、
約
二
〇
里
に
わ

た
っ
て
平
字
灘
か
ら
海
に
入
れ
る
。

　

Ｄ　

李
家
竈
下
方
の
東
竈
壩
か
ら
、
一
七
里
の
堤
防
を
斜
め
に
築

く
。

　

Ｅ　

六
月
中
に
掘
削
し
て
い
た
引
河
を
さ
ら
に
拡
大
し
、
呂
家
窪

口
門
か
ら
攔
黄
壩
を
建
築
し
、
大
流
を
引
河
す
る
。
呂
家
窪
西

口
は
浚
渫
す
る
。

　

Ｆ　

口
門
を
ふ
さ
ぎ
合
わ
せ
、
本
流
は
全
て
新
河
に
帰
し
て
、
蕭

神
廟
か
ら
海
に
入
れ
る
。

　

Ｇ　

韓
家
垣
旧
河
は
、
減
水
支
河
と
し
て
、
盛
漲
時
に
は
分
泄
の

路
と
す
る
。

　

Ｈ　

予
算
は
撥
銀
二
〇
万
両
。
将
来
款
項
が
不
足
す
れ
ば
添
撥

（
資
金
補
充
）
を
請
〉
56
〈

う
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
新
河
導
水
案
に
対
し
て
、
九
月
二
一
日
の
上

諭
で
は
、
新
河
を
開
い
て
大
流
を
引
き
入
れ
た
後
に
円
滑
に
流
れ
る

か
ど
う
か
、
塩
灘
を
崩
し
た
後
に
一
律
に
枯
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
、
蕭
神
廟
一
帯
の
産
塩
地
が
他
に
障
害
を
引
き
起
こ
す
の
で
は

な
い
か
と
い
っ
た
懸
念
が
指
摘
さ
れ
〉
57
〈

た
。
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李
秉
衡
は
こ
れ
に
対
し
て
、「
治
河
之
法
」
と
し
て
「
展
寛
河

身
」「
疏
濬
河
淤
」「
開
通
支
河
以
減
水
」「
築
隄
束
水
以
攻
沙
」
の

四
点
の
大
要
に
つ
い
て
判
断
を
述
べ
て
い
る
。

　

そ
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
、
展
寛
河
身
の
策
に
つ
い
て

は
、
下
游
地
帯
の
断
続
的
な
民
埝
、
済
武
両
郡
の
地
形
的
人
口
的
密

集
、
斉
河
、
済
陽
、
斉
東
、
蒲
台
、
利
津
等
で
の
近
隣
河
川
の
閉
塞

と
い
っ
た
条
件
か
ら
、
部
臣
も
居
民
に
対
す
る
判
断
が
で
き
ず
に
い

る
。

　

疏
濬
河
淤
の
策
に
つ
い
て
は
、
光
緒
一
〇
年
に
、
倉
場
侍
郎
游
百

川
の
策
で
巡
撫
陳
士
杰
が
実
行
し
た
船
や
器
具
、
一
三
年
に
巡
撫
張

曜
が
フ
ラ
ン
ス
汽
船
（「
仏
国
挖
泥
機
器
船
」）
を
導
入
し
て
行
っ
た

浚
渫
方
法
で
は
効
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

開
通
支
河
・
減
水
の
策
に
つ
い
て
は
、
侍
郎
游
百
川
の
策
か
ら
歴

城
の
杜
家
溝
か
ら
徒
駭
河
へ
、
長
清
の
五
龍
潭
か
ら
馬
頬
河
へ
引
水

を
計
画
し
た
が
、
直
隷
総
督
李
鴻
章
の
反
対
で
議
論
が
衰
退
し
、
そ

の
間
、
徒
駭
河
も
恵
民
や
濱
州
な
ど
で
泥
が
平
坦
化
し
て
あ
ふ
れ
出

す
事
態
を
度
々
招
き
、
後
に
張
曜
が
南
河
に
流
そ
う
と
計
画
し
た
際

に
も
部
議
に
よ
り
慎
重
な
路
線
が
期
さ
れ
た
。

　

李
秉
衡
は
こ
れ
ら
の
情
況
か
ら
、
上
記
三
策
は
実
行
不
可
能
と
捉

え
、「
築
隄
束
水
」
の
み
が
「
攻
沙
の
一
法
」
で
あ
る
と
し
て
、
呂

家
窪
決
壊
以
後
、
二
一
年
九
月
と
二
二
年
五
月
の
調
査
を
経
て
、
改

め
て
「
蕭
神
廟
新
河
案
」
を
実
行
す
る
判
断
を
下
し
〉
58
〈

た
。

㈢
　
蕭
神
廟
新
河
案
か
ら
陳
荘
新
河
案
へ
の
推
移
と
崩
壊

　

以
上
の
計
画
と
判
断
の
も
と
で
、
一
〇
月
下
旬
に
は
下
游
総
辦
丁

達
意
の
指
揮
の
も
と
趙
家
菜
園
を
ふ
さ
ぎ
合
わ
せ
〉
59
〈

た
が
、
以
後
の
導

水
計
画
も
思
う
よ
う
に
は
進
行
し
な
か
っ
た
。

　

こ
の
工
程
以
前
に
も
、
利
津
以
下
の
主
流
が
閉
塞
し
て
西
韓
家
の

民
埝
で
溢
れ
、
河
道
変
遷
の
恐
れ
が
生
じ
〉
60
〈

た
。
こ
の
た
め
李
秉
衡
は

再
度
一
〇
月
一
五
日
に
下
游
現
地
を
調
査
し
、
小
寧
海
か
ら
檀
家
溝

一
帯
に
分
散
し
て
海
へ
流
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
、
蕭
神
廟

新
河
案
の
計
画
を
さ
ら
に
練
り
直
〉
61
〈
し
、
再
計
画
後
の
工
程
を
以
下
に

決
定
し
た
。

　

Ａ　

南
岸
の
西
灘
で
引
河
一
道
を
挑
挖
（
掘
削
）
し
、
南
に
引
く
。

　

Ｂ　

口
門
の
西
壩
を
基
準
に
、
三
里
ほ
ど
遡
っ
た
台
子
荘
か
ら
新

た
な
堤
防
一
段
を
添
設
（
長
さ
四
一
〇
丈
）
す
る
。

　

Ｃ　

西
壩
を
基
準
に
、
陳
荘
西
の
崔
家
荘
か
ら
新
た
な
堤
防
一
段

を
設
置
（
四
〇
〇
丈
）
し
、
新
た
に
掘
削
し
た
引
河
の
（
挑
引

河
頭
）
東
端
を
東
壩
の
基
と
す
る
。

　

Ｄ　

こ
の
東
西
壩
の
両
面
で
計
画
を
進
め
、
主
流
を
截
断
し
、
引

河
を
主
流
と
す
る
。

　

Ｅ　

引
河
か
ら
二
里
ほ
ど
上
り
、
さ
ら
に
新
引
河
を
添
設
し
て
掘

削
し
、
堤
防
を
ふ
さ
ぎ
合
わ
せ
る
際
の
流
勢
を
制
御
す
〉
62
〈
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
工
程
を
阻
む
も
の
は
黄
河
の
凌
汛
で
あ
っ

た
。
こ
の
後
、
引
水
の
工
程
は
一
〇
月
一
九
日
に
着
工
し
た
が
、
壩
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に
引
河
を
開
放
し
た
際
に
、
流
勢
が
増
し
て
水
位
が
五
、六
尺
ほ
ど

上
昇
し
、
か
つ
主
流
河
身
の
河
底
が
泥
砂
で
あ
っ
た
た
め
、
堤
防
を

ふ
さ
ぎ
合
わ
せ
る
前
の
状
態
で
崩
れ
落
ち
、
こ
の
状
態
の
ま
ま
半
解

し
た
水
と
氷
が
六
尺
余
寸
ほ
ど
張
っ
て
河
川
が
凍
結
し
、
収
拾
が
つ

か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
李
秉
衡
は
丁
達
意
に
対
し
て
魚
鱗
埽
の

加
廂
（
増
築
）
や
西
韓
家
か
ら
営
勇
三
百
名
の
調
抜
等
を
指
示
し
て

対
処
さ
せ
、
な
ん
と
か
新
旧
引
河
に
従
っ
て
東
へ
向
か
わ
せ
た
〉
63
〈

が
、

し
か
し
一
二
月
に
な
る
と
、
引
水
し
た
水
が
韓
家
垣
の
閉
塞
に
よ
っ

て
滞
留
し
た
ま
ま
氷
結
し
、
さ
ら
に
韓
家
垣
の
淤
泥
で
閉
塞
し
た
箇

所
で
は
半
解
し
た
氷
水
が
あ
ふ
れ
出
し
、
陳
荘
以
下
の
新
堤
建
設

（
全
長
八
百
余
丈
）
が
中
断
し
て
し
ま
っ
〉
64
〈

た
。

　

翌
二
三
年
正
月
に
一
部
が
氷
解
す
る
と
、
解
け
た
氷
が
済
陽
以
下

か
ら
利
津
海
口
ま
で
凌
汛
の
被
害
を
及
ぼ
し
、
歴
城
や
章
邱
交
海
の

小
沙
灘
や
胡
家
岸
な
ど
で
河
面
を
塞
ぎ
、
二
二
日
に
は
さ
ら
に
小
沙

灘
、
胡
家
岸
の
埝
身
へ
水
が
進
入
し
て
工
程
は
悪
化
し
〉
65
〈

た
。

　

そ
の
後
、
二
月
に
な
る
と
本
格
的
に
河
身
の
氷
が
解
け
は
じ
め
た

た
め
工
程
を
再
開
し
た
が
、
二
四
日
に
水
漲
四
、五
尺
、
口
門
の
深

さ
三
丈
ほ
ど
に
拡
が
り
、
東
壩
の
一
部
が
崩
れ
た
た
め
、
そ
の
ま
ま

総
辦
丁
達
意
が
開
放
引
河
し
て
口
門
に
流
し
た
が
、
水
流
制
御
の
効

果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
凌
汛
被
害
地
の
小
沙
灘
を
塞
い

だ
後
、
再
度
調
査
し
て
、
対
岸
の
沙
灘
地
の
前
に
開
い
た
引
河
を
さ

ら
に
掘
削
し
て
引
水
し
直
す
、
と
い
う
案
を
再
計
画
し
〉
66
〈

た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
も
今
度
は
三
月
初
三
日
に
桃
汛
（
春
先
の
増
水
で

の
水
災
）
で
増
水
す
る
と
、
上
游
の
陽
谷
県
や
寿
張
県
で
壩
が
崩
落

し
、
濮
州
で
は
橋
梁
が
流
失
、
下
游
の
蒲
台
県
や
利
津
県
の
各
所
で

堤
防
や
民
埝
に
危
険
が
及
ぶ
と
い
っ
た
情
況
と
な
り
、
被
害
を
最
小

限
に
押
さ
え
る
こ
と
で
精
一
杯
と
な
っ
て
し
ま
っ
〉
67
〈

た
。

　

五
月
に
な
る
と
、
結
局
、
西
韓
家
で
は
口
門
が
寛
さ
三
百
余
丈
、

水
深
五
丈
に
規
模
が
拡
が
り
す
ぎ
て
し
ま
い
、
立
夏
を
過
ぎ
て
増
水

し
た
際
に
、
水
深
七
丈
を
超
え
、
建
造
中
の
壩
な
ど
が
相
次
い
で
崩

れ
た
こ
と
か
ら
、
制
御
で
き
な
く
な
り
、
新
河
引
水
案
は
つ
い
に
完

全
に
水
泡
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
。

　

李
秉
衡
は
伏
汛
、
秋
汛
に
備
え
な
け
れ
ば
蕭
神
廟
以
下
の
流
れ
も

途
絶
え
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
し
、
さ
ら
な
る
代
替
案
と
し
て
、
西

壩
に
順
水
壩
一
道
を
添
設
し
て
補
強
を
急
ぐ
と
、
よ
う
や
く
大
流
を

制
御
し
得
た
〉
68
〈
が
、
五
月
の
夏
至
を
過
ぎ
た
こ
ろ
に
な
る
と
、
こ
の
順

水
壩
建
設
に
よ
る
案
も
、
口
門
が
新
た
に
堆
積
し
た
泥
に
よ
っ
て
固

ま
ら
ず
、
水
深
六
、七
丈
と
な
り
、
水
利
施
設
（
東
西
の
壩
や
金
門

占
）
も
失
う
情
況
と
な
る
と
、
李
秉
衡
は
こ
こ
に
す
べ
て
の
工
程
停

止
を
判
断
し
、
す
で
に
完
了
し
た
三
百
余
丈
の
堤
防
機
能
の
保
護
に

専
念
す
る
も
の
と
し
、
秋
汛
後
に
流
れ
の
力
が
弱
く
な
っ
て
か
ら
改

め
て
工
程
を
再
開
す
る
決
定
を
下
し
〉
69
〈

た
。

　

こ
の
伏
汛
は
、
最
終
的
に
利
津
県
の
北
峰
子
お
よ
び
下
方
の
西
灘

で
民
埝
が
崩
れ
て
被
害
を
及
ぼ
す
〉
70
〈
と
、
水
流
は
寛
さ
七
、八
〇
丈
に

拡
が
っ
て
西
灘
の
口
門
か
ら
三
方
向
に
分
か
れ
、
い
ず
れ
も
直
接
海

に
流
れ
ず
に
泥
が
堆
積
し
、
ま
た
、
あ
る
程
度
掘
削
し
て
い
た
陳
荘
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新
河
も
水
深
が
一
、二
尺
ほ
ど
と
な
っ
て
漕
船
が
航
行
不
能
と
な
る

被
害
と
な
っ
て
し
ま
っ
〉
71
〈

た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
李
秉
衡
が
策
を
凝
ら
し
着
手
し
た
導
水
案
は
、

二
三
年
の
間
に
机
上
に
あ
る
ま
ま
実
効
性
を
失
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

　

李
秉
衡
は
こ
の
年
、
こ
う
し
た
河
工
の
情
況
に
対
し
て
、「
近
年

の
「
尾
閭
不
暢
」（
黄
河
河
口
付
近
の
閉
塞
）
は
、
し
だ
い
に
泥
で
満

た
さ
れ
て
、
河
底
が
平
地
よ
り
も
高
く
、
一
縷
の
危
う
い
堤
防
が
洪

水
の
流
れ
の
ま
ま
に
全
て
頼
っ
て
お
り
、
満
ち
れ
ば
必
ず
溢
れ
、

所
々
で
み
な
危
険
に
及
ん
で
い
ま
す
。
大
い
に
修
築
培
増
を
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
数
百
万
の
帑
金
は
籌
画
す
る
方
法
が
あ
り
ま

せ
ん
。
展
寛
河
身
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
数
十
万
の
居
民

も
ま
た
配
置
す
る
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。
種
々
の
難
辦
は
河
南
に
比
べ

て
倍
に
な
る
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
撫
臣
を
も
っ
て
司
の
河
務

を
兼
ね
て
、
事
繁
に
責
を
重
く
し
た
と
し
て
も
、
ま
た
河
臣
の
一
意

経
営
の
よ
う
に
は
で
き
な
い
の
で
〉
72
〈
す
」
と
述
べ
て
、
そ
の
工
程
の
困

難
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

周
知
の
如
く
、
李
秉
衡
は
光
緒
二
三
年
の
段
階
に
な
る
と
、
義
和

団
の
対
〉
73
〈

応
に
追
わ
れ
、
九
月
に
四
川
総
督
に
左
遷
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
山
東
巡
撫
統
治
時
代
に
は
、
日
清
戦
争
や
財
政
難
を
抱
え
な
が

ら
、
黄
河
へ
の
対
処
が
常
に
隣
り
合
わ
せ
に
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
策

も
限
定
的
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以

上
の
よ
う
に
李
秉
衡
が
採
っ
た
河
工
策
を
見
る
限
り
、
中
下
游
に
お

け
る
老
朽
化
し
た
堤
防
や
民
埝
、
黄
河
の
土
砂
流
出
と
い
っ
た
歴
年

被
災
サ
イ
ク
ル
の
中
で
抱
え
ら
れ
て
き
た
問
題
は
、
時
代
を
問
わ
ず

解
決
困
難
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
李
秉
衡
が
黄
河
河
工
に
残
し
た
成
果
に
つ
い
て

言
え
ば
、
ま
ず
黄
河
の
河
工
経
費
を
固
定
化
し
た
こ
と
に
あ
る
。
当

時
、
莫
大
な
経
費
が
か
さ
ん
で
い
た
黄
河
河
工
は
、
戦
争
な
ど
で
落

ち
込
ん
だ
省
財
源
を
回
復
さ
せ
て
い
く
上
で
も
重
要
な
課
題
で
あ
っ

た
。

　

二
三
年
の
河
防
予
算
も
、
六
〇
万
両
の
う
ち
各
庫
か
ら
撥
銀
五
〇

万
両
、
藩
運
両
庫
か
ら
餉
需
銀
各
五
万
両
と
し
た
〉
74
〈
が
、
六
〇
万
両
の

基
本
予
算
を
目
処
に
、
藩
運
両
庫
か
ら
五
万
両
ず
つ
を
予
備
予
算
と

し
、
さ
ら
に
不
足
す
れ
ば
京
餉
を
押
し
と
ど
め
て
ま
で
も
財
源
捻
出

し
よ
う
と
す
る
手
段
は
、
予
算
運
用
上
の
ひ
と
つ
の
方
針
と
な
っ

た
。

　

ま
た
河
防
局
や
上
中
下
游
工
段
の
委
員
を
は
じ
め
、
黄
河
の
専
門

官
庁
を
再
編
し
、
度
重
な
る
調
査
を
通
じ
て
河
川
管
理
の
実
態
を
把

握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
河
工
の
報
告
を
通
じ
て
あ
る

程
度
の
統
治
の
指
揮
系
統
の
回
復
と
維
持
を
可
能
に
し
た
。

　

こ
う
し
た
省
レ
ベ
ル
で
の
監
視
体
制
を
再
編
し
て
以
後
は
、
黄
河

の
被
災
サ
イ
ク
ル
を
経
験
と
し
て
獲
得
し
な
が
ら
、
日
清
戦
争
終
息
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後
の
光
緒
二
一
年
九
月
に
取
り
ま
と
め
た
「
籌
餉
」
を
転
機
と
し

て
、
費
用
対
効
果
に
見
合
わ
ず
実
効
性
を
欠
く
「
洋
務
」
を
省
内
の

施
策
か
ら
切
り
離
す
こ
と
で
、
黄
河
統
治
へ
特
化
す
る
施
策
的
転
換

を
果
た
し
て
い
っ
た
。

　

そ
の
施
策
に
つ
い
て
は
、
黄
河
中
游
で
は
運
河
水
門
が
閉
塞
し
て

い
た
問
題
が
重
要
で
あ
っ
た
が
、「
南
運
」
か
ら
塩
の
問
題
に
切
り

込
む
と
、
被
災
調
査
を
通
じ
て
塩
灘
破
壊
な
ど
の
実
情
を
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
た
一
方
で
、
官
の
中
飽
や
地
域
利
害
が
、
下
游
の
「
尾

閭
不
暢
」
と
絡
ん
で
、
問
題
が
複
雑
化
し
て
い
た
。

　

こ
の
運
河
の
問
題
を
通
じ
て
、
黄
河
河
工
に
お
け
る
河
道
総
督
と

山
東
巡
撫
の
権
限
を
明
確
に
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
は
解
決
策

が
得
ら
れ
ず
に
事
実
上
山
東
巡
撫
の
職
責
に
委
ね
ら
れ
た
ま
ま
、
対

処
が
図
ら
れ
て
ゆ
く
。

　

こ
う
し
て
、
李
秉
衡
が
黄
河
下
游
の
情
勢
に
施
策
を
特
化
し
よ
う

と
し
た
と
き
、
以
上
の
問
題
が
同
時
関
連
し
つ
つ
、
や
は
り
伏
汛
か

ら
秋
汛
に
至
る
黄
河
の
被
災
サ
イ
ク
ル
を
見
極
め
な
が
ら
判
断
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
実
際
に
、
度
重
な
る
実
地
調
査
を
経
て
決

定
さ
れ
た
海
口
（
黄
河
尾
閭
）
の
政
策
変
遷
の
過
程
は
、
呂
家
窪
・

趙
家
菜
園
の
堤
防
修
築
か
ら
、
蕭
神
廟
新
河
掘
削
案
・
陳
河
新
河
案

へ
と
至
る
ま
で
、
数
年
で
紆
余
曲
折
し
、
計
画
も
頓
挫
し
て
い
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
李
秉
衡
が
黄
河
統
治
の
管
理
体
制
を
回
復
さ
せ

て
ゆ
く
際
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
っ
た
問
題
は
、
後
の
時
代
に
も
引
き

継
が
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
〉
75
〈
る
。
結
局
、
李
秉
衡
が
苦
慮
し
た
政

策
は
、
こ
の
後
、
義
和
団
や
戊
戌
政
変
で
断
絶
す
る
が
、
し
か
し
李

秉
衡
の
統
治
を
経
て
清
廷
の
認
識
も
改
ま
り
、
山
東
河
道
総
督
の
任

道
鎔
に
加
え
て
李
鴻
章
が
派
遣
さ
れ
、
改
め
て
鉄
門
関
故
道
へ
の
引

水
見
直
し
を
軸
に
治
河
方
策
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際

に
は
戸
部
を
は
じ
め
二
〇
〇
万
両
に
拡
大
し
た
予
算
が
つ
け
ら
れ

て
、
移
民
の
方
法
や
民
埝
管
理
、
上
中
下
総
辦
の
監
視
体
制
と
い
っ

た
施
策
的
基
盤
が
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

注〈
1
〉 

「
地
方
割
拠
」
に
よ
る
抗
租
抗
糧
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
森
正

夫
「
民
衆
反
乱
史
研
究
の
現
状
と
課
題
│
│
小
林
一
美
の
所
論
に
よ

せ
て
」（『
明
清
史
論
集
』
第
二
巻
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）、

同
時
期
山
東
の
抗
糧
に
つ
い
て
は
、
横
山
英
「
咸
豊
期
、
山
東
の
抗

糧
風
潮
と
民
団
」（『
歴
史
教
育
』
第
一
二
巻
第
九
号
、
一
九
六
九
年

九
月
、
神
戸
輝
夫
「
清
代
後
期
山
東
省
に
お
け
る
『
団
匪
』
と
農
村

問
題
」（『
史
林
』
第
五
五
巻
第
四
号
、
一
九
七
二
年
七
月
）、「
山
東

省
淄
川
県
劉
徳
培
抗
糧
始
末
」（『
大
分
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』

第
四
巻
第
四
号
〔
人
文
・
社
会
科
学
〕
Ｂ
集
、
一
九
七
四
年
一
一

月
）
な
ど
が
あ
る
。
後
に
続
く
大
刀
会
や
義
和
団
に
つ
い
て
は
、
佐

藤
公
彦
「
大
刀
会
」（『
義
和
団
の
起
源
と
そ
の
運
動
│
│
中
国
民
衆

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
誕
生
』
第
二
章
、
研
文
出
版
、
一
九
九
九
年
）

を
参
照
。
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〈
2
〉 

咸
豊
期
を
中
心
と
し
た
軍
事
費
捻
出
の
問
題
は
、
小
野
信
爾

「
李
鴻
章
の
登
場
│
│
准
軍
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
洋
史
研

究
』
第
一
六
巻
第
二
号
、
一
九
五
七
年
）、
臼
井
佐
知
子
「
太
平
天

国
期
に
お
け
る
李
鴻
章
の
軍
事
費
対
策
」（『
東
洋
学
報
』
第
六
五
巻

第
三
・
四
号
、
東
洋
文
庫
、
一
九
八
四
年
三
月
）。

〈
3
〉 

漕
運
の
総
体
的
枠
組
み
と
抗
糧
浮
収
に
つ
い
て
は
、
山
口
廸
子

「
清
代
の
漕
運
と
船
商
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
一
七
巻
第
二
号
、
一

九
六
三
年
一
二
月
）、
星
斌
夫
『
明
清
時
代
交
通
史
の
研
究
』（
山
川

出
版
社
、
一
九
七
一
年
）
を
筆
頭
に
、
李
文
治
・
江
太
新
『
清
代
漕

運
』（
社
会
学
術
文
献
出
版
、
二
〇
〇
八
年
〔
一
九
九
三
年
初
版
〕）、

倪
玉
平
『
清
代
漕
糧
海
運
与
社
会
変
遷
』
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史

研
究
所
専
刊
、
上
海
書
店
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
か
ら
総
体

的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
漕
運
や
鉄
道
輸
送
か
ら
黄
河

と
の
関
連
を
指
摘
し
た
代
表
的
論
文
と
し
て
、
千
葉
正
史
「
清
末
に

お
け
る
国
家
的
物
流
シ
ス
テ
ム
維
持
と
近
代
交
通
手
段
の
導
入
│
│

漕
運
問
題
史
上
に
お
け
る
盧
漢
鉄
路
計
画
の
位
置
」（『
言
語
文
化
研

究
』
一
四
巻
二
号
、
立
命
館
大
学
国
際
言
語
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇

二
年
九
月
）、「
清
代
中
国
に
お
け
る
国
家
と
倉
庫
│
│
漕
運
制
度
と

北
京
の
倉
庫
」（『
史
潮
』
新
五
八
号
、
歴
史
学
会
、
二
〇
〇
五
年
一

一
月
）、「
清
末
に
お
け
る
近
代
交
通
行
政
体
制
の
確
立
と
中
央
・
地

方
関
係
の
再
編
」（『
中
国
経
済
研
究
』
第
六
巻
第
九
号
、
中
国
経
済

学
会
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）
で
「
国
民
国
家
」
の
成
立
過
程
の
問
題

と
関
連
さ
せ
て
指
摘
し
て
い
る
。

〈
4
〉 

近
年
、
中
国
の
災
害
史
研
究
か
ら
黄
河
の
総
体
的
な
記
述
が
見

ら
れ
る
。
論
攷
で
は
、
閻
永
増
・
池
子
華
「
近
十
年
来
中
国
近
代
災

荒
史
研
究
総
述
」（『
唐
山
師
範
学
院
学
報
』
唐
山
師
範
学
院
、
二
〇

〇
一
年
一
月
）、
朱
滸
「
二
十
世
紀
清
代
災
荒
史
研
究
述
評
」（『
清

史
研
究
』
二
〇
〇
三
年
五
月
第
二
期
）、
総
体
的
な
も
の
で
は
、
朱

鳳
祥
『
中
国
災
害
通
史
・
清
代
巻
』（
鄭
州
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇

九
年
）。
咸
豊
五
年
の
黄
河
大
改
道
に
つ
い
て
は
数
多
の
指
摘
が
あ

る
が
、
代
表
的
な
も
の
で
は
、
姚
漢
源
『
中
国
水
利
史
綱
要
』（
水

利
電
力
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）。
ま
た
、
水
利
史
研
究
の
側
面
か

ら
、
山
東
の
黄
河
問
題
に
関
連
す
る
代
表
的
論
文
と
し
て
、
大
谷
敏

夫
「
包
世
臣
・
魏
源
の
漕
運
・
水
利
策
」（
森
田
明
『
中
国
水
利
史

の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
五
年
）、
松
田
吉
郎
「
清
代
の
黄

河
治
水
機
構
」（『
中
国
水
利
史
研
究
』
第
一
六
号
、
中
国
水
利
史
研

究
会
、
一
九
八
六
年
）、
森
田
明
「
清
代
山
東
の
民
埝
と
村
落
」

（『
清
代
水
利
社
会
史
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
〇
年
）。

〈
5
〉 

銅
瓦
廂
氾
濫
以
後
、
七
〇
年
代
黄
河
両
岸
に
大
官
堤
が
築
か

れ
、
八
〇
年
代
に
河
口
付
近
の
分
水
策
へ
と
発
展
。
光
緒
年
間
に
は

李
元
華
、
任
道
鎔
、
陳
士
杰
ら
歴
代
巡
撫
に
引
き
継
が
れ
、
張
曜

（
光
緒
一
二
年
五
月
一
日
巡
撫
就
任
）
が
、
こ
の
後
、
Ａ
河
口
の
浚

渫
、
Ｂ
堵
築
と
堤
防
補
修
、
Ｃ
徒
駭
河
堤
防
工
事
を
策
定
し
て
対

処
。
細
見
和
弘
「
山
東
黄
河
治
水
を
め
ぐ
る
政
策
論
議
│
│
光
緒
年

間
を
中
心
に
」（『
社
会
シ
ス
テ
ム
研
究
』
第
二
〇
号
、
立
命
館
大

学
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）。
ま
た
張
曜
が
改
善
案
と
し
て
提
示
し
た

南
河
故
道
分
水
案
は
、
運
河
対
処
（
曾
国
茎
）
や
、
河
南
鄭
州
の
河

工
が
優
先
さ
れ
（
河
東
河
道
総
督
成
孚
、
河
南
巡
撫
邊
宝
）、
結

果
、
翁
同
和
（
戸
部
尚
書
）
や
李
鴻
章
が
河
南
指
示
を
判
断
す
る
と

計
画
は
頓
挫
し
た
。
細
見
和
弘
「
清
末
の
黄
河
河
道
論
議
│
│
張
曜
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の
南
河
故
道
原
案
を
め
ぐ
っ
て
」（『
現
代
中
国
研
究
』
第
一
〇
号
、

二
〇
〇
二
年
三
月
）。
こ
の
ほ
か
細
見
氏
の
論
文
に
、「
清
末
の
山
東

黄
河
治
水
に
関
す
る
政
策
史
的
考
察
」（
森
時
彦
編
『
二
〇
世
紀
中

国
の
社
会
シ
ス
テ
ム
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
現
代
中
国

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇

九
年
六
月
）
が
あ
る
。

〈
6
〉 

当
初
、
安
徽
巡
撫
へ
の
赴
任
を
拒
否
し
て
い
た
が
、
五
月
に
李

鴻
章
に
面
会
し
た
後
、
山
東
巡
撫
転
任
を
受
け
入
れ
て
い
る
。「
奏

謝
授
安
徽
巡
撫
摺
」（
戚
其
章
輯
校
『
李
秉
衡
集
』、
斉
魯
書
社
、
一

九
九
三
年
）
一
四
二
頁
。

〈
7
〉 

李
秉
衡
は
字
鑑
堂
、
奉
天
海
城
の
人
。
報
捐
に
よ
っ
て
監
生
。

江
蘇
で
軍
営
の
試
用
調
赴
と
な
る
と
団
防
籌
餉
に
功
を
挙
げ
候
補

缺
、
咸
豊
一
一
年
か
ら
同
治
元
年
に
匪
賊
討
伐
で
名
を
挙
げ
、
以
後

同
治
年
間
に
、
完
県
、
棗
強
県
、
武
邑
県
、
清
豊
県
、
蔚
州
知
州
、

光
緒
年
間
に
冀
州
知
州
、
永
平
府
知
府
な
ど
を
歴
任
し
て
い
た
。
秦

国
経
主
編
『
清
代
官
員
履
歴
檔
案
全
編
』
四
巻
（
華
東
師
範
大
学
出

版
社
、
一
九
九
七
年
）
五
四
頁
。
縣
志
か
ら
清
仏
戦
争
以
前
の
記
述

が
見
え
る
が
、
総
体
的
な
記
述
に
は
、
貴
泰
・
武
穆
敦
等
纂
『
安
陽

県
志
』（
二
）
巻
十
六
・
人
物
志
・
流
寓
（『
中
国
方
志
叢
書
』
民
国

二
二
年
鉛
印
本
影
印
、
成
文
出
版
社
、
一
九
六
九
年
）
一
六
六
〇－

一
六
六
六
頁
、『
清
史
稿
』
巻
四
六
七
、
列
伝
二
五
四
、
李
秉
衡
の

項
に
詳
し
い
。
管
見
の
限
り
論
攷
は
少
な
く
、
張
天
貴
「
中
国
近
代

重
要
歴
史
人
物
│
│
李
秉
衡
」（『
清
史
研
究
』
一
九
九
五
年
第
二

期
）
は
唯
一
李
秉
衡
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
蘇
全

有
・
鄧
運
成
「
李
秉
衡
与
清
末
兵
災
賑
済
」（『
防
災
科
技
学
院
学

報
』
第
一
〇
期
第
一
期
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）、
義
和
団
の
対
処
に

関
し
て
、
楊
光
「“
巨
野
教
案
”
中
的
山
東
巡
撫
李
秉
衡
」（『
山
東

大
学
学
報
』
哲
社
版
、
一
九
九
八
第
一
期
）、
賈
熟
村
「
義
和
団
時

期
的
李
秉
衡
」（『
菏
擇
学
院
学
報
』
第
二
八
期
第
四
期
、
二
〇
〇
六

年
八
月
）
な
ど
が
あ
る
。
李
秉
衡
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、
李
秉
衡

『
李
忠
節
公
（
鑑
堂
）
奏
議
』（
沈
雲
龍
主
編
『
近
代
中
国
史
料
叢
刊

第
三
十
輯
』
文
海
出
版
社
、
一
九
六
八
年
〔
印
影
版
、
原
本
民
国
一

九
年
発
行
〕、
以
下
『
李
忠
節
公
奏
議
』
と
略
す
）
が
あ
る
。
こ
の

史
料
を
も
と
に
、
戚
其
章
輯
校
『
李
秉
衡
集
』（
斉
魯
書
社
、
一
九

九
三
年
）
が
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
史
料
を
主
軸
に
述
べ
る

が
、
後
者
に
よ
れ
ば
、
前
者
に
誤
字
脱
字
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る

が
、
両
者
に
見
受
け
ら
れ
る
た
め
、
随
時
両
者
を
参
照
し
た
。

〈
8
〉 

ま
た
財
政
削
減
策
の
一
環
で
「
帰
併
局
差
」
を
掲
げ
て
い
る
。

「
奏
派
候
補
道
李
希
杰
等
督
辦
河
工
片
」
光
緒
二
〇
年
一
二
月
一
六

日
（
一
八
九
五
年
一
月
一
一
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
四
八
七－

四

八
八
頁
、『
李
秉
衡
集
』
一
八
一
頁
。

〈
9
〉 

歴
代
の
施
策
背
景
の
な
か
で
人
員
も
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
河
防
局
の
設
置
に
関
し
て
は
、
中
園
貴
之
「
清
代
後

期
黄
河
流
域
水
災
史
研
究
」（『
中
国
水
利
史
研
究
』
第
三
五
号
、
中

国
水
利
史
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年
）
が
触
れ
て
い
る
。

〈
10
〉 

前
掲
「
奏
派
候
補
道
李
希
杰
等
督
辦
河
工
片
」『
李
忠
節
公
奏

議
』
四
八
七－

四
八
八
頁
。

〈
11
〉 
「
奏
預
籌
防
河
経
費
摺
」
光
緒
二
〇
年
一
一
月
一
四
日
（
一
八

九
四
年
一
二
月
一
〇
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
四
六
六－

四
六
八

頁
、『
李
秉
衡
集
』
一
七
〇
頁
。
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〈
12
〉 

「
奏
報
黄
河
凌
汛
期
内
防
護
情
形
摺
」
光
緒
二
一
年
二
月
一
八

日
（
一
八
九
五
年
三
月
一
四
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
五
四
〇－

五

四
三
頁
、『
李
秉
衡
集
』
二
〇
六－

二
〇
七
頁
。

〈
13
〉 
「
奏
報
済
陽
高
家
紙
坊
漫
口
堵
築
合
龍
摺
」
光
緒
二
一
年
三
月

一
九
日
（
一
八
九
五
年
四
月
一
三
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
五
九
〇

－

五
九
三
頁
、『
李
秉
衡
集
』
二
二
七－

二
二
八
頁
。
桃
汛
は
安
定

し
た
。「
奏
報
桃
汛
安
瀾
摺
」
光
緒
二
一
年
四
月
初
八
日
（
一
八
九

五
年
五
月
二
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
六
二
一－

六
二
三
頁
、『
李

秉
衡
集
』
二
四
〇
頁
。

〈
14
〉 

下
游
南
岸
蝎
子
湾
の
対
岸
の
砂
地
か
ら
河
流
が
南
徒
し
、
堤
身

に
六
十
余
丈
設
置
さ
れ
て
い
た
埽
が
三
、四
日
で
失
わ
れ
た
。「
奏
伏

汛
盛
漲
通
工
搶
護
情
形
摺
」
光
緒
二
一
年
六
月
二
二
日
（
一
八
九
五

年
八
月
一
二
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
六
六
三－

六
六
八
頁
、『
李

秉
衡
集
』
二
五
九－

二
六
一
頁
。

〈
15
〉 

「
奏
報
黄
河
秋
汛
情
形
摺
」
光
緒
二
一
年
七
月
初
五
日
（
一
八

九
五
年
八
月
二
四
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
六
八
四－
六
八
九
頁
、

『
李
秉
衡
集
』
二
六
八－

二
六
九
頁
。

〈
16
〉 

「
奏
黄
河
防
汛
経
費
銀
数
摺
」
光
緒
二
一
年
七
月
初
八
日
（
一

八
九
五
年
八
月
二
七
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
七
〇
三－

七
〇
四

頁
、『
李
秉
衡
集
』
二
七
六－

二
七
七
頁
。

〈
17
〉 

『
徳
宗
実
録
』
光
緒
二
一
年
閏
五
月
丁
卯
の
条
、『
光
緒
朝
東
華

録
』
光
緒
二
一
年
閏
五
月
丁
卯
の
条
。

〈
18
〉 

李
秉
衡
は
停
戦
後
（
閏
五
月
一
九
日
）
に
莱
州
で
休
養
（
賞
假

一
個
月
）
し
て
い
る
。「
奏
懇
續
假
摺
」
光
緒
二
一
年
閏
五
月
一
九

日
（
一
八
九
五
年
七
月
一
一
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
六
五
六－

六

五
七
頁
、『
李
秉
衡
集
』
二
五
五－

二
五
六
頁
。

〈
19
〉 

「
奏
陳
管
見
摺
」
光
緒
二
一
年
九
月
一
六
日
（
一
八
九
五
年
一

一
月
二
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
七
五
三
頁
、『
李
秉
衡
集
』
二
九

五－

二
九
六
頁
。

〈
20
〉 

九
月
二
七
日
に
出
省
、
三
〇
日
に
東
阿
陶
城
堡
の
北
運
河
口
門

（
中
游
）、
一
〇
月
初
一
日
に
高
家
大
廟
（
下
游
凌
汛
地
）
の
漫
口
工

程
、
東
平
州
十
里
堡
か
ら
戴
廟
安
山
一
帯
ま
で
の
運
河
の
情
況
を
視

察
。
初
八
日
に
利
津
県
北
趙
家
、
呂
家
窪
一
帯
（
秋
汛
地
）、
一
四

日
に
塩
窩
、
一
九
日
督
署
へ
戻
る
。「
奏
赴
上
下
游
査
看
漫
口
工
程

片
」
光
緒
二
一
年
九
月
二
五
日
（
一
八
九
五
年
一
一
月
一
一
日
）、

『
李
忠
節
公
奏
議
』
七
八
三
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
〇
八
頁
。「
奏
齊

東
縣
北
趙
家
漫
口
堵
築
合
龍
摺
」
光
緒
二
一
年
一
〇
月
二
一
日
（
一

八
九
五
年
一
二
月
七
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
七
八
七－

七
九
二

頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
一
〇－

三
一
三
頁
。
こ
う
し
た
総
督
巡
撫
や

道
員
ら
の
視
察
調
査
に
よ
る
把
握
は
常
道
策
で
あ
っ
た
。
た
と
え

ば
、
宮
嵜
洋
一
「
清
代
山
西
省
の
水
利
組
織
と
環
境
」（『
中
国
水
利

史
研
究
』
第
二
六
号
、
一
九
九
八
年
一
〇
月
）
二
五
頁
。

〈
21
〉 

清
廷
は
清
仏
戦
争
時
の
海
運
途
絶
、
借
黄
済
運
に
よ
る
機
能
低

下
の
問
題
を
ふ
ま
え
て
河
運
回
帰
し
て
い
た
が
実
行
困
難
で
あ
っ

た
。
運
河
水
門
浚
渫
と
鉄
道
敷
設
に
関
し
て
、
前
掲
、
千
葉
正
史

「
清
代
中
国
に
お
け
る
国
家
と
倉
庫
│
│
漕
運
制
度
と
北
京
の
倉

庫
」、
同
「
国
家
的
物
流
体
系
の
維
持
と
鉄
道
建
設
の
契
機
」（『
近

代
交
通
体
系
と
清
帝
国
の
変
貌
│
│
電
信
・
鉄
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

形
勢
と
中
国
国
家
統
合
の
変
容
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
六

年
）
一
五
一－
一
七
四
頁
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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〈
22
〉 

「
奏
査
看
黄
運
両
河
大
概
情
形
及
回
省
日
期
片
」
光
緒
二
一
年

一
〇
月
二
一
日
（
一
八
九
五
年
一
二
月
七
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』

七
九
四－

七
九
六
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
一
三－

三
一
四
頁
。

〈
23
〉 
「
奏
預
籌
来
年
黄
河
防
汛
経
費
摺
」
光
緒
二
一
年
一
一
月
一
八

日
（
一
八
九
六
年
一
月
二
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
八
〇
九－

八
一

二
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
一
九－

三
二
〇
頁
。「
奏
籌
張
縣
高
家
大
廟

漫
口
堵
築
完
竣
摺
」
光
緒
二
一
年
一
二
月
四
日
（
一
八
九
六
年
一
月

一
八
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
八
三
〇－

八
三
二
頁
、『
李
秉
衡

集
』
三
二
九－

三
三
一
頁
。

〈
24
〉 

塩
灘
被
害
を
考
慮
し
て
釐
頭
減
引
を
願
い
出
て
お
り
、
山
東
八

十
七
州
県
ほ
か
永
阜
、
永
利
の
塩
場
も
銭
漕
や
蘆
課
雑
課
の
免
除
が

認
め
ら
れ
た
。『
徳
宗
実
録
』
光
緒
二
一
年
一
一
月
甲
寅
の
条
。「
奏

東
綱
疲
累
課
懸
懇
恩
豁
徐
釐
頭
減
引
摺
」
光
緒
二
一
年
一
一
月
二
一

日
（
一
八
九
六
年
一
月
五
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
八
一
六－

八
二

〇
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
二
二－

三
二
四
頁
。

〈
25
〉 

山
東
の
塩
政
に
関
し
て
は
目
下
、
佐
伯
富
『
中
国
塩
政
史
の
研

究
』（
法
律
文
化
社
、
一
九
八
七
年
）、
岡
本
隆
司
「
清
末
民
国
と
塩

税
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
五
八
巻
第
一
号
、
一
九
九
九
年
）、
紀
麗

真
『
明
清
山
東
塩
業
研
究
』（
斉
魯
書
社
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
考
。

〈
26
〉 

練
兵
、
制
械
が
当
然
の
急
務
と
し
て
山
東
機
器
局
の
武
器
製
造

経
費
と
し
た
。「
奏
山
東
整
頓
南
運
局
籌
出
款
擴
充
機
器
情
形
摺
」

光
緒
二
一
年
一
一
月
一
八
日
（
一
八
九
六
年
一
月
二
日
）、『
李
忠
節

公
奏
議
』
八
一
二－

八
一
五
頁、

『
李
秉
衡
集
』
三
二
〇－

三
二
二

頁
。「
奏
山
東
南
運
額
引
未
能
全
銷
摺
」
光
緒
二
二
年
正
月
二
七
日

（
一
八
九
六
年
三
月
一
〇
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
八
五
九－

八
六

四
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
四
〇－

三
四
二
頁
。『
徳
宗
実
録
』
光
緒
二

一
年
一
一
月
癸
亥
の
条
。

〈
27
〉 

「
奏
山
東
境
内
南
運
河
工
程
請
歸
東
省
試
辦
摺
」
光
緒
二
一
年

一
二
月
一
六
日
（
一
八
九
六
年
一
月
三
〇
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』

八
三
三－

八
三
七
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
二
九－

三
三
一
頁
。

〈
28
〉 

二
一
年
六
月
、
済
東
泰
武
道
張
上
達
が
回
籍
修
墓
で
郷
里
に
戻

る
際
に
人
事
を
打
診
し
た
。「
奏
揀
員
請
補
省
会
道
缺
摺
」
光
緒
二

一
年
六
月
二
二
日
（
一
九
八
五
年
八
月
一
二
日
）、『
李
忠
節
公
奏

議
』
六
六
八－

六
七
一
頁
、『
李
秉
衡
集
』
二
六
一－

二
六
三
頁
。

前
掲
「
奏
山
東
境
内
南
運
河
工
程
請
歸
東
省
試
辦
摺
」『
李
忠
節
公

奏
議
』
八
三
四
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
三
〇
頁
。

〈
29
〉 

許
振
禕
は
湘
軍
に
参
じ
、
捻
軍
反
乱
や
回
民
起
義
の
際
に
活
躍

す
る
。
光
緒
七
年
に
彰
衛
懐
道
と
な
っ
た
際
に
堤
防
修
築
が
認
め
ら

れ
、
河
東
河
道
総
督
と
な
っ
て
い
た
。『
清
史
稿
』
巻
四
五
〇
、
列

伝
二
三
七
。

〈
30
〉 

背
景
に
、
張
曜
の
施
策
案（
南
河
故
道
分
水
案
）を
め
ぐ
っ
て
、

光
緒
帝
親
政
開
始
（
光
緒
一
三
年
）
の
清
廷
内
部
で
の
政
治
的
対
立

か
ら
、
翁
同
龢
、
潘
祖
蔭
ら
が
同
時
期
に
発
生
し
た
河
南
鄭
州
で
の

水
害
対
処
を
優
先
さ
せ
た
こ
と
が
関
連
す
る
。
前
掲
、
細
見
和
弘

「
清
末
の
黄
河
河
道
議
論
│
│
張
曜
の
南
河
故
道
原
案
を
め
ぐ
っ
て
」。

〈
31
〉 

許
振
禕
は
光
緒
二
一
年
の
秋
汛
に
対
す
る
情
況
を
「
黄
河
霜
降

安
瀾
」
と
述
べ
、
山
東
の
対
処
に
は
特
に
応
え
て
い
な
い
（『
徳
宗

実
録
』
光
緒
二
一
年
九
月
乙
酉
の
条
）、
こ
の
後
、
病
に
よ
る
解
職

を
願
い
出
て
「
賞
假
一
箇
月
」
を
認
め
ら
れ
て
い
る
（『
徳
宗
実

録
』
光
緒
二
一
年
一
一
月
丁
酉
の
条
）。
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〈
32
〉 

河
東
河
道
総
督
は
許
振
禕
に
代
わ
っ
て
河
南
巡
撫
劉
樹
棠
が
兼

任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。『
徳
宗
実
録
』
光
緒
二
一
年
一
二
月
戊
辰

の
条
。

〈
33
〉 
前
掲
「
奏
山
東
境
内
南
運
河
工
程
請
歸
東
省
試
辦
摺
」『
李
忠

節
公
奏
議
』
八
三
六
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
三
一
頁
。

〈
34
〉 

任
道
鎔
は
字
筱
沅
、
江
蘇
宣
興
の
人
。
抜
貢
で
教
職
を
受
く
。

咸
豊
年
間
に
団
練
で
籌
餉
に
労
が
あ
り
知
県
と
な
る
。
同
治
年
間
に

匪
賊
・
捻
軍
対
処
で
功
を
挙
げ
、
濬
郡
北
響
道
河
の
水
利
を
期
に
、

曾
国
藩
、
李
鴻
章
の
以
後
、
光
緒
元
年
に
江
西
按
察
使
、
四
年
に
浙

江
布
政
使
、
七
年
に
山
東
巡
撫
。
以
後
は
候
補
道
へ
降
調
の
命
を
受

け
て
い
た
（『
徳
宗
実
録
』
光
緒
二
一
年
九
月
丁
未
の
条
）
が
、
河

東
河
道
総
督
の
後
は
、
二
七
年
に
浙
江
巡
撫
、
二
八
年
に
は
病
に
よ

り
帰
郷
、
三
年
後
に
卒
し
た
。『
清
史
稿
』
巻
四
五
〇
、
列
伝
二
三

七
。
秦
国
経
主
編
『
清
代
官
員
履
歴
檔
案
全
編
』
二
六
巻
（
華
東
師

範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
三
五
七
頁
。

〈
35
〉 

『
徳
宗
実
録
』
光
緒
二
二
年
正
月
壬
寅
の
条
。『
光
緒
朝
東
華

録
』
光
緒
二
二
年
正
月
癸
卯
の
条
。
差
任
は
光
緒
二
二
年
正
月
初
七

日
。
内
閣
奉
『
上
諭
档
』
二
二
冊
、
一
三
頁
、
資
料
番
号
11
。
一
四

日
に
署
河
東
河
道
総
督
。
軍
機
大
臣
字
寄
『
上
諭
档
』
二
二
冊
、
二

〇
頁
、
資
料
番
号
34
。

〈
36
〉 

軍
機
大
臣
字
寄
（
光
緒
二
二
年
正
月
初
七
日
）『
上
諭
档
』
二

二
冊
、
一
三
頁
、
資
料
番
号
10
。

〈
37
〉 

『
徳
宗
実
録
』
光
緒
二
一
年
一
〇
月
甲
申
の
条
。『
光
緒
朝
東
華

録
』
光
緒
二
一
年
一
〇
月
甲
申
の
条
。

〈
38
〉 

「
奏
報
籌
辦
河
工
並
出
省
査
勘
海
口
日
期
摺
」
光
緒
二
二
年
四

月
二
三
日
（
一
八
九
六
年
六
月
四
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
九
一
三

－

九
一
八
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
六
二－

三
六
四
頁
。

〈
39
〉 

『
徳
宗
実
録
』
光
緒
二
二
年
正
月
己
未
の
条
。『
光
緒
朝
東
華

録
』
光
緒
二
二
年
正
月
庚
申
の
条
。
内
閣
奉
『
上
諭
档
』
二
二
冊
、

二
六
頁
、
資
料
番
号
49
。

〈
40
〉 

『
徳
宗
実
録
』
光
緒
二
二
年
三
月
壬
子
の
条
。『
光
緒
朝
東
華

録
』
光
緒
二
二
年
三
月
甲
申
の
条
。

〈
41
〉『
徳
宗
実
録
』
光
緒
二
二
年
三
月
庚
申
の
条
。

〈
42
〉 

胡
景
桂
の
指
摘
に
対
し
て
は
、
歴
代
の
施
策
の
失
敗
を
ふ
ま
え

た
上
で
、
無
理
に
維
持
し
よ
う
と
せ
ず
、
慎
重
に
調
査
を
ふ
ま
え
て

判
断
す
る
旨
を
報
じ
た
。
前
掲
「
奏
報
籌
辦
河
工
並
出
省
査
勘
海
口

日
期
摺
」
光
緒
二
二
年
四
月
二
三
日
（
一
八
九
六
年
六
月
四
日
）、

『
李
忠
節
公
奏
議
』
九
一
七
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
六
四
頁
。

〈
43
〉 

「
奏
山
東
境
内
南
運
河
工
程
請
仍
歸
河
督
経
理
摺
」
光
緒
二
二

年
九
月
二
六
日
（
一
八
九
六
年
一
一
月
一
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』

九
八
六－

九
八
九
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
九
三－

三
九
五
頁
。

〈
44
〉 

「
奏
凌
汛
期
内
黄
河
両
岸
防
護
平
穏
摺
」
光
緒
二
二
年
正
月
二

七
日
（
一
八
九
六
年
三
月
一
〇
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
八
六
五－

八
六
六
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
四
二－

三
四
三
頁
。

〈
45
〉 

軍
機
大
臣
字
寄
『
上
諭
档
』
二
二
冊
、
四
六
頁
、
資
料
番
号

129
。「
奏
査
勘
呂
家
窪
決
口
情
形
摺
」
光
緒
二
二
年
二
月
二
五
日

（
一
八
九
六
年
四
月
七
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
八
七
八－

八
八
七

頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
四
八－

三
五
一
頁
。

〈
46
〉 
同
右
「
奏
査
勘
呂
家
窪
決
口
情
形
摺
」『
李
忠
節
公
奏
議
』
八

八
〇－
八
八
二
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
四
九
頁
。
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〈
47
〉 

王
会
英
は
、
字
薇
卿
、
号
愚
村
、（
利
津
県
）
台
子
村
の
人
。

賑
恤
を
計
ら
な
い
福
潤
や
李
秉
衡
を
弾
劾
し
た
こ
と
か
ら
「
骨
骾
」

を
以
て
称
さ
れ
た
と
い
う
。
光
緒
二
五
年
に
甘
粛
平
慶
涇
固
化
塩
法

兵
備
道
を
任
じ
た
。
王
廷
彦
修
、
蓋
爾
佶
纂
『
利
津
縣
續
志
』
巻

七
、
官
蹟
列
傳
第
一
（『
中
国
方
志
叢
書
』
民
国
二
四
年
鉛
印
本
影

印
、
民
国
五
七
年
、
成
文
出
版
社
、
一
九
六
九
）
三
七
七－

三
七
八

頁
。

〈
48
〉 

前
掲
「
奏
査
勘
呂
家
窪
決
口
情
形
摺
」『
李
忠
節
公
奏
議
』
八

八
二－

八
八
七
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
五
〇－

三
五
一
頁
。
こ
の
後

唐
宝
珍
は
四
千
両
の
私
嚢
が
発
覚
す
る
。「
奏
査
覆
永
阜
場
大
使
唐

寳
珍
無
侵
蝕
塩
釐
情
事
片
」
光
緒
二
二
年
六
月
二
四
日
（
一
八
九
六

年
八
月
三
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
九
四
二－

九
四
五
頁
、『
李
秉

衡
集
』
三
七
四－

三
七
五
頁
。

〈
49
〉 

同
右
「
奏
査
勘
呂
家
窪
決
口
情
形
摺
」『
李
忠
節
公
奏
議
』
八

八
二－

八
八
七
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
四
二－

三
四
三
頁
。

〈
50
〉 

「
奏
報
籌
辦
河
工
並
出
省
査
勘
海
口
日
期
摺
」
光
緒
二
二
年
四

月
二
三
日
（
一
八
九
六
年
六
月
四
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
九
一
三

－

九
一
八
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
六
二－

三
六
四
頁
。

〈
51
〉 

下
游
下
段
総
辦
候
補
道
丁
意
、
暫
委
下
游
上
段
総
辦
の
候
補
道

潘
延
祖
、
測
量
に
翰
林
院
庶
吉
士
宋
書
昇
を
率
い
、
四
月
二
五
日
に

濼
口
か
ら
調
査
。
二
九
日
、
呂
家
窪
着
。
口
門
東
西
の
三
百
余
、
本

流
、
壩
の
状
態
、
水
量
の
高
低
を
確
認
。
次
い
で
八
里
荘
を
経
て
北

で
折
り
返
し
、
東
に
豊
国
鎮
の
丁
河
圏
を
通
過
、
陳
家
屋
子
で
折
り

返
し
東
北
方
面
へ
。
塩
灘
の
納
潮
溝
よ
り
の
入
海
、
各
支
河
を
確

認
。
主
流
よ
り
韓
家
垣
へ
、
河
身
の
泥
を
調
査
。
五
月
一
一
日
に

戻
っ
た
。「
奏
査
看
黄
河
形
勢
請
仍
由
鉄
門
関
旧
河
入
海
摺
」
光
緒

二
二
年
五
月
一
七
日
（
一
八
九
六
年
六
月
二
七
日
）、『
李
忠
節
公
奏

議
』
九
一
八－

九
二
五
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
六
四－

三
六
六
頁
。

軍
機
大
臣
字
寄
『
上
諭
档
』
二
二
冊
、
一
二
一
頁
、
資
料
番
号
460
。

〈
52
〉 

「
奏
籌
撥
挖
河
築
隄
経
費
請
截
留
餉
片
」
光
緒
二
二
年
五
月
一

七
日
（
一
八
九
六
年
六
月
二
七
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
九
二
四－

九
二
五
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
六
六－

三
六
七
頁
。

〈
53
〉 

下
游
総
辦
丁
達
意
の
報
告
。
寿
張
、
済
陽
、
恵
民
、
濱
州
な
ど

で
堤
防
機
能
（
埽
）
が
衝
失
（
流
れ
は
穏
固
）。
趙
家
菜
園
で
も
埽

壩
の
多
く
が
崩
落
。
一
八
日
に
西
南
の
風
に
よ
り
被
害
が
拡
大
。

「
奏
下
游
利
津
北
岸
趙
家
菜
園
漫
溢
請
将
在
工
各
員
分
別
参
処
摺
」

光
緒
二
二
年
五
月
二
四
日
（
一
八
九
六
年
七
月
四
日
）、『
李
忠
節
公

奏
議
』
九
二
六－

九
三
〇
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
六
七－

三
六
九
頁
。

〈
54
〉 

「
奏
報
出
省
赴
下
游
河
工
日
期
片
」
光
緒
二
二
年
七
月
二
八
日

（
一
八
九
六
年
九
月
五
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
九
四
九－

九
五
〇

頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
七
七－

三
七
八
頁
。

〈
55
〉 

「
奏
節
届
霜
降
黄
河
一
律
安
瀾
摺
」
光
緒
二
二
年
九
月
二
三
日

（
一
八
九
六
年
一
〇
月
二
九
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
九
八
四－

九

八
六
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
九
二－

三
九
三
頁
。

〈
56
〉 

「
奏
査
看
黄
河
尾
閭
形
勢
擬
由
蕭
神
廟
入
海
并
将
趙
家
菜
園
呂

家
窪
漫
口
堵
合
摺
」
光
緒
二
二
年
九
月
一
一
日
（
一
八
九
六
年
一
〇

月
一
七
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
九
七
九－

九
八
四
頁
、『
李
秉
衡

集
』
三
九
〇－

三
九
二
頁
。

〈
57
〉
軍
機
大
臣
字
寄
『
上
諭
档
』
二
二
冊
、
二
一
五
頁
、
資
料
番
号

819
。
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〈
58
〉 

こ
の
河
工
経
費
は
、
趙
家
菜
園
・
呂
家
窪
の
堤
防
修
築
、
開
挖

新
河
（
二
十
余
里
）、
修
築
・
建
壩
、
挑
辦
引
河
、
民
埝
の
津
貼

（
手
当
て
金
）
に
対
し
て
、
す
べ
て
銀
二
〇
万
両
に
収
め
る
も
の
と

し
た
。
ま
た
「
一
労
永
逸
」
の
言
葉
は
こ
の
時
期
か
ら
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。「
奏
陳
山
東
河
工
未
能
確
有
把
握
情
形
摺
」
光
緒
二

二
年
一
〇
月
一
五
日
（
一
八
九
六
年
一
一
月
一
九
日
）、『
李
忠
節
公

奏
議
』
九
九
一－
一
〇
〇
〇
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
九
六－

三
九
九

頁
。
ま
た
、
こ
の
李
秉
衡
の
案
の
ま
ま
上
諭
も
下
さ
れ
た
。
軍
機
大

臣
字
寄
『
上
諭
档
』
二
二
冊
、
二
七
一
頁
、
資
料
番
号
949
。

〈
59
〉 

「
奏
報
趙
家
菜
園
漫
口
堵
築
合
龍
摺
」
光
緒
二
二
年
一
〇
月
二

四
日
（
一
八
九
六
年
一
一
月
二
八
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
一
〇
〇

二－

一
〇
〇
五
頁
、『
李
秉
衡
集
』
四
〇
〇－

四
〇
二
頁
。
内
閣
奉

『
上
諭
档
』
二
二
冊
、
二
八
〇
頁
、
資
料
番
号
973
。

〈
60
〉 

「
奏
報
出
省
査
勘
河
工
日
期
片
」
光
緒
二
二
年
一
〇
月
一
五
日

（
一
八
九
六
年
一
一
月
一
九
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
一
〇
〇
〇－

一
〇
〇
一
頁
、『
李
秉
衡
集
』
三
九
九－

四
〇
〇
頁
。

〈
61
〉 

こ
の
時
、
民
埝
の
管
理
を
「
民
修
民
守
」
か
ら
「
官
修
官
守
」

へ
と
改
め
た
。「
奏
籌
辦
西
韓
家
堵
口
情
形
片
」
光
緒
二
二
年
一
〇

月
二
四
日
（
一
八
九
六
年
一
一
月
二
八
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
一

〇
〇
六－

一
〇
〇
七
頁
、『
李
秉
衡
集
』
四
〇
二
頁
。

〈
62
〉 

下
游
総
辦
丁
達
意
・
候
補
道
馬
開
玉
が
呂
家
窪
堤
防
建
設
工
程

を
挙
辦
。
李
秉
衡
も
一
〇
月
一
八
日
に
趙
家
菜
園
の
堤
防
を
ふ
さ
い

だ
後
に
駐
工
督
率
し
、
先
に
籌
備
料
物
を
命
じ
て
、
河
定
左
営
直
隷

紫
刑
関
参
将
沙
明
亮
、
精
健
前
営
（
革
職
さ
れ
て
い
た
）
都
司
葉
雲

昇
が
東
西
壩
を
分
掌
す
る
も
の
と
し
た
。「
奏
報
呂
家
窪
合
龍
日
期

摺
」
光
緒
二
二
年
一
一
月
二
八
日
（
一
八
九
七
年
一
月
一
日
）、『
李

忠
節
公
奏
議
』
一
〇
一
〇－

一
〇
一
四
頁
、『
李
秉
衡
集
』
四
〇
四

－

四
〇
五
頁
。

〈
63
〉 

同
右
「
奏
報
呂
家
窪
合
龍
日
期
摺
」『
李
忠
節
公
奏
議
』
一
〇

一
〇－

一
〇
一
四
頁
、『
李
秉
衡
集
』
四
〇
四－

四
〇
五
頁
。

〈
64
〉 

李
秉
衡
は
再
度
一
二
月
初
四
日
に
韓
家
垣
へ
、
七
日
に
西
韓
家

を
調
査
。
一
一
日
戻
る
。「
奏
報
由
下
游
河
工
回
省
日
期
片
」
光
緒

二
二
年
一
二
月
一
八
日
（
一
八
九
七
年
一
月
二
〇
日
）、『
李
忠
節
公

奏
議
』
一
〇
三
二－

一
〇
三
三
頁
、『
李
秉
衡
集
』
四
一
三
頁
。

〈
65
〉 

被
害
は
小
沙
灘
で
寛
さ
二
〇
丈
、
胡
家
岸
口
門
で
寛
さ
四
〇

丈
、
深
さ
均
し
く
二
〇
丈
上
下
。
郭
宗
寨
大
堤
の
残
缺
箇
所
か
ら
斉

東
、
高
苑
、
博
興
、
楽
安
な
ど
を
経
て
海
へ
流
れ
た
。「
奏
凌
汛
漫

口
限
期
籌
堵
摺
」
光
緒
二
三
年
二
月
初
二
日
（
一
八
九
七
年
三
月
四

日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
一
〇
五
一－

一
〇
五
五
頁
、『
李
秉
衡

集
』
四
二
一－

四
二
三
頁
。

〈
66
〉 

「
奏
西
韓
工
堵
口
現
辦
情
形
請
添
撥
銀
両
摺
」
光
緒
二
三
年
三

月
一
五
日
（
一
八
九
七
年
四
月
一
六
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
一
〇

六
五－

一
〇
六
八
頁
、『
李
秉
衡
集
』
四
二
七－

四
二
八
頁
。

〈
67
〉 

「
奏
報
桃
汛
防
護
平
穏
既
西
韓
工
現
辦
情
形
摺
」
光
緒
二
三
年

四
月
初
九
日
（
一
八
九
七
年
五
月
一
〇
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
一

〇
七
九－

一
〇
八
一
頁
、『
李
秉
衡
集
』
四
三
三－

四
三
四
頁
。

〈
68
〉 
「
奏
陳
韓
工
籌
辦
情
形
摺
」
光
緒
二
三
年
五
月
初
二
日
（
一
八

九
七
年
四
月
一
六
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
一
〇
八
三－

一
〇
八
九

頁
、『
李
秉
衡
集
』
四
三
五－

四
三
七
頁
。

〈
69
〉 

「
奏
韓
工
暫
請
停
辦
摺
」
光
緒
二
三
年
五
月
一
七
日
（
一
八
九



182

七
年
六
月
一
六
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
一
〇
九
〇－

一
〇
九
三

頁
、『
李
秉
衡
集
』
四
三
八－

四
三
九
頁
。
内
閣
も
追
認
し
て
い

る
。
内
閣
奉
『
上
諭
档
』
二
三
冊
、
一
〇
九
頁
、
資
料
番
号
414
。

〈
70
〉 
北
峰
子
で
は
五
、
六
丈
、
西
灘
で
は
二
十
余
丈
、
流
れ
は
旧
盆

河
か
ら
海
へ
流
れ
た
。「
奏
利
津
縣
北
峰
子
西
灘
両
處
民
埝
漫
溢

片
」
光
緒
二
三
年
五
月
一
七
日
（
一
八
九
七
年
六
月
一
六
日
）、『
李

忠
節
公
奏
議
』
一
〇
九
四－

一
〇
九
五
頁
、『
李
秉
衡
集
』
四
三
九

－

四
四
〇
頁
。

〈
71
〉 

三
方
向
の
水
は
、
Ａ
：
南
峰
荘
か
ら
双
河
東
南
を
巻
い
て
小
寧

海
へ
。
Ｂ
：
北
峰
の
護
荘
埝
か
ら
西
灘
（
漫
口
地
）
を
経
て
、
辛
荘

で
会
合
し
て
大
流
を
成
す
。
Ｃ
：
そ
こ
か
ら
東
と
北
に
分
か
れ
、
永

阜
荘
、
南
禹
荘
、
辛
荘
を
経
て
再
び
折
れ
て
南
へ
向
い
、
楊
家
河
か

ら
小
寧
海
へ
流
れ
た
。「
奏
陳
西
灘
北
峰
漫
口
情
形
摺
」
光
緒
二
三

年
六
月
初
九
日
（
一
八
九
七
年
七
月
八
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
一

一
〇
六－

一
一
〇
九
頁
、『
李
秉
衡
集
』
四
四
七－
四
四
九
頁
。
こ

の
後
、
秋
に
な
る
と
、
Ａ
：
西
灘
の
口
門
が
泥
砂
で
塞
が
っ
て
北
峰

の
流
れ
を
奪
い
七
、
八
割
が
東
へ
。
Ｂ
：
阜
荘
か
ら
南
禹
荘
、
辛
荘

へ
流
れ
、
楊
家
河
を
経
て
南
に
折
れ
て
二
股
に
分
か
れ
、
絲
網
口
か

ら
海
へ
流
れ
た
。
離
任
に
際
し
て
秋
汛
の
危
険
箇
所
、
河
槽
の
疎
通

を
確
認
し
た
上
で
、
正
流
を
分
割
し
て
新
河
に
入
れ
る
と
い
っ
た
プ

ラ
ン
を
提
示
し
て
い
る
。「
奏
請
以
北
峰
口
門
及
陳
荘
新
河
為
入
海

之
路
摺
」
光
緒
二
三
年
九
月
二
九
日
（
一
八
九
七
年
一
〇
月
二
四

日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
一
一
五
〇－

一
一
五
二
頁
、『
李
秉
衡

集
』
四
六
六－

四
六
七
頁
。

〈
72
〉 

「
奏
陳
河
工
情
形
並
報
回
省
日
期
片
」
光
緒
二
三
年
五
月
一
七

日
（
一
八
九
七
年
六
月
一
六
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
一
〇
九
五－

一
〇
九
八
頁
、『
李
秉
衡
集
』
四
四
〇－

四
四
一
頁
。

〈
73
〉 

大
刀
会
は
光
緒
二
二
年
五
月
に
激
化
、
李
秉
衡
は
中
心
人
物
の

劉
士
端
ら
を
処
刑
し
落
着
を
計
る
が
、
以
後
、
独
仏
の
外
交
圧
力
が

高
ま
り
、
李
秉
衡
に
対
し
て
罷
免
を
要
求
さ
れ
る
。
総
理
衙
門
か
ら

二
三
年
九
月
に
四
川
総
督
を
補
授
す
る
妥
協
案
が
下
さ
れ
る
が
李
秉

衡
は
赴
任
を
拒
否
す
る
。「
奏
謝
補
授
四
川
総
督
摺
」
光
緒
二
三
年

九
月
初
九
日
（
一
八
九
七
年
一
〇
月
四
日
）、『
李
忠
節
公
奏
議
』
一

一
三
六－

一
一
三
七
頁
、『
李
秉
衡
集
』
四
六
〇－

四
六
一
頁
。
前

掲
、
佐
藤
公
彦
『
義
和
団
の
起
源
と
そ
の
運
動
』
二
〇
八－

二
〇

九
、
三
〇
五
頁
。
前
掲
、
楊
光
「“
巨
野
教
案
”
中
的
山
東
巡
撫
李

秉
衡
」。

〈
74
〉 

「
奏
預
籌
光
緒
二
十
三
年
黄
河
防
汛
経
懇
准
照
数
撥
用
摺
」
光

緒
二
二
年
一
二
月
一
八
日
（
一
八
九
六
年
一
月
二
〇
日
）、『
李
忠
節

公
奏
議
』
一
〇
三
〇－

一
〇
三
二
頁
、『
李
秉
衡
集
』
四
一
二－

四

一
三
頁
。

〈
75
〉 

張
汝
梅
が
「
束
水
攻
沙
」
を
提
示
し
た
の
は
前
任
と
な
る
李
秉

衡
の
施
策
を
前
提
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
後
、

義
和
団
の
対
処
で
巡
撫
と
な
る
毓
賢
は
李
秉
衡
に
よ
っ
て
引
き
立
て

ら
れ
た
が
、
さ
ら
に
軍
事
を
重
視
し
た
袁
世
凱
が
山
東
巡
撫
と
な
る

と
施
策
的
に
は
断
絶
し
、
光
緒
新
政
期
に
な
る
と
周
馥
が
対
処
す

る
。
清
廷
中
央
と
変
法
や
義
和
団
と
の
兼
合
い
は
別
途
考
査
す
る
必

要
が
あ
る
。
李
秉
衡
以
後
の
山
東
巡
撫
に
よ
る
黄
河
治
水
に
つ
い
て

は
、
前
掲
、
細
見
和
弘
「
清
末
の
山
東
黄
河
治
水
に
関
す
る
政
策
史

的
考
察
」
を
参
照
。


